
　前節までは、貿易制限的措置について、歴史やその
背景を考察してきたが、本節においては貿易制限的措
置が当事国やその他の国の経済に与える影響について
考察する。すでに先に見てきたように、貿易制限的措

置には様々な態様があるが、本節では特に、関税引上
げが貿易赤字や世界経済にどのような影響を与えるの
かについて分析を行う。

　まず、貿易収支や関税引上げの影響を経済学や先行
実証研究でどのように把握・分析しているのかを確認
する。

（1）貯蓄・投資（IS）バランス論
　マクロ経済学の考え方では、貿易収支は貯蓄と投資
のバランスで決定される。以下、詳しく見ていく（第
Ⅱ-2-3-1-1 図）。国内総生産（GDP）は、供給面から
見ると「国内で生産されたものの儲けの合計」であり、
逆に需要面から見ると「国内で支出されたものの合計」
とされる。ここで、GDP （Y）を需要面で分解すれば、
消費（C）と投資（I）と政府支出（G）と純輸出（輸
出－輸入）（EX－IM）に分けられる（以下①の恒等式）。
さらに、租税（T）を組み込んで式を変換し、民間貯
蓄（国内総生産－租税－消費）（Y－T－C）と政府貯
蓄（租税－政府支出）（T－G）の合計を貯蓄（S）と
すると、純輸出、つまり貿易収支は、貯蓄と投資のバ
ランスと等しくなることが分かる（以下②の恒等式）。

　つまり、投資が貯蓄（民間・政府）を上回れば貿易
収支は必然的に赤字となることとなり、貿易収支のみ
を切り取って一国の経済にとっての良し悪しを判断す
ることはできないということである。この点、一般的
に「赤字」という言葉の持つマイナスイメージは、必
ずしも経済学的な貿易赤字に当てはめるべきではない
ともいえる。
　なお、貯蓄・投資バランスは経常収支と誤差等を除
くと一致する。日本と米国の例を見ると、米国は、政
府の貯蓄投資バランス（財政収支）が大きな赤字であ
り、これが民間貯蓄（家計と企業の合計）を上回り、
経常収支は赤字となっている。日本は、財政赤字があ
るが、企業貯蓄が高い水準にあるため、経常収支は黒
字となっている（第Ⅱ-2-3-1-2 図）。
　以上のように、国、家計、企業の経済主体の経済活
動の結果が、経常収支を決めているともいえ、経常収
支をバランスさせるために、関税引上げのみの手法で
は片手落ちであるといえよう。
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1．貿易赤字の影響についての経済学的な視点

第Ⅱ-2-3-1-1 図　
国内総生産と需要項目及び貯蓄・投資バランスと純輸出
の恒等式

資料：�各種資料より経済産業省作成。
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第Ⅱ-2-3-1-2 図　
日本の貯蓄・投資バランス（対 GDP 比）の推移

資料：�OECD,�Net�Lending�/�Borrowing�by�Sector から作成。
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（2）�自由貿易下の需給曲線と関税引上げによる社
会的総余剰の減少

　次に、ミクロ経済学的観点から自由貿易及び関税引
上げの影響を見てみたい。
　ミクロ経済学では、社会的余剰は、需要曲線と供給
曲線の交わる均衡点を基に見ることができるとする。貿
易を全くしていない国の国内では、均衡点は第Ⅱ-2-3-
1-4 図の①となる。一方、自由貿易の下では、均衡点①
の均衡価格より国際価格が安価な場合、当該製品は輸
入され、新たな均衡点②が生まれる。その結果、消費
者はより安価な国際価格で輸入品を入手でき、消費者
余剰が高くなるが、国内製品は輸入品に代替されるため
国内生産者余剰は減少する。しかし、国全体の余剰の
変化を見ると、消費者余剰の増加が生産者余剰の減少
を上回り、自由貿易により国全体の社会総余剰（生産者、
消費者、関税収入を合算したもの）は増加する。また、
均衡点①の均衡価格が国際価格より高価な場合は、国
内生産者は供給を増やし当該製品を輸出し、新たな均
衡点② ’ が生まれる。この場合、生産者余剰は増加する
が、国内価格の上昇に伴い消費者余剰は減少する。そ
してこの場合もまた、国全体の社会総余剰は増加する。
　次に、輸入国が輸入関税の引上げを行った場合、輸
入品の価格が上昇し、自由貿易下とは異なる新たな国
内需要、国内供給、輸入量の均衡点③が決定される。
新たな均衡点③では、保護された国内の生産者余剰は
増加するが、消費者余剰が減少し、国全体の社会総余
剰は減少する。

　このように、ミクロ経済学で見た場合、自由貿易下
では、輸入国、輸出国双方にとって、国全体の余剰が
増加するのに比べ、関税引上げは関税発動国（輸入国）
にとっても国全体の余剰を減少させることとなる。

（3）貿易による技術伝播効果
　リカルドの自由貿易の比較優位論 164 に対して、一
時的には工業化を進める過程で輸入を制限し、潜在的
に成長の可能性のある産業を育てる方が良いという考
え方（幼稚産業保護論）がある。このような考え方は、
1960 年代に UNCTAD の事務総長であったラウル・
プレビッシュらによって強く主張され、実際にラテン
アメリカ諸国で実行された。しかし、幼稚産業保護政
策による関税引上げは、貿易や対内直接投資を通じた
活発な海外技術の流入を減らし、技術伝播を減少させ
て経済成長を鈍化させる可能性がある。そもそも貿易
は、自国では得られない知識を持つ外国人と触れる機
会をもたらす 165。輸出者は、外国の求める品質水準
や安全基準に適合するために外国の技術を学習・習得
しようと努力する 166。なお、幼稚産業保護策の場合は、
前段の外国人に触れる機会が減り、輸出者の努力は変
わらないものの、技術伝播効果が減少すると考えられ
る。
　以下、2 つの例を見る。1960 年～80 年代に幼稚産
業保護政策をとったラテンアメリカ諸国は、低い関税
率で国を開いたシンガポールや韓国と比べて、一人当
たり経済成長率が低い状態にとどまったとの実証研究

第Ⅱ-2-3-1-4 図　
自由貿易下の需給曲線と関税引上げによる社会総余剰
の減少

資料：�各種資料から経済産業省作成。
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第Ⅱ-2-3-1-3 図　
米国の貯蓄・投資バランス（対 GDP 比）の推移

資料：�OECD,�Net�Lending�/�Borrowing�by�Sector から作成。
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�
164�リカルドは、自由貿易によって各国が比較優位のある財の生産に特化して輸出し、そうでない財を輸入することで、規模の経済が働きよ

り効率的な生産ができるだけでなく、消費者はより価格の安い財を入手できる等と主張した。
165�第Ⅱ部第 1 章第 1 節第 3 項の知のグローバル化（2）新興国への技術波及において、貿易や外国直接投資による技術伝播が新興国の経済発

展にもたらした影響をより詳細に述べている。
166�戸堂康之（2015）。
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がある 167。シンガポールや韓国など東アジアの高度
経済成長の成功事例と対照的に、高い関税率によって
ラテンアメリカ諸国では経済が停滞したと考えられる。
　また、ブラジルは 1980 年代に自国のパソコン産業
に対して保護貿易政策をとったが、その間、ブラジル
のパソコンは、国際的な技術進歩から大幅に遅れた。
価格が高く性能の劣るパソコンに対して消費者からの
反対の声があがり保護政策は撤回された 168。このケー
スは、外国製パソコンをほぼ禁輸し、輸出や対内直接
投資を通じた活発な外国技術の流入が減り、技術伝播
が起こらなくなったケースととらえられる。
　以上のように、関税引上げなど貿易保護政策を取れ
ば、外国技術の流入を減らし、経済成長を阻害すると
考えられる 169。

（4）実証分析（米国国際貿易委員会（2017年）等）
　関税引上げが貿易収支にどのような影響を与えるの
かについては、これまでもいくつもの実証分析や経済
モデル分析が試みられている。Ostry 等 170 は 1992 年
に関税引上げが米国の貿易赤字を縮小するのではない
かとの議論に対して、米国の貿易データを用いて統計
的な有意な影響の有無を分析した。米国と主要貿易相
手国の過去約 20 年分の貿易額等 5 つのデータセット
を作成し、関税が貿易収支に与える影響が統計上有意

ではなかったと示した。しかし UNCTAD171 は 1999
年に、さらに Santos-Paulino 等 172 は 2004 年に、発
展途上国のデータを用いて貿易自由化が貿易収支を悪
化させるとの分析結果を発表した。これらの先行研究
に対して IMF は 2008 年 173 に、先行調査よりもより
長期間かつ多くの発展途上国のデータを用いて、貿易
自由化が輸出入を増加させることは確かだが、経常収
支を悪化させるかどうかは手法によって結果が異な
り、頑強なエビデンスは得られなかったとしている。
このように、実証分析の分野においては結果が一概に
はいえず、関税が貿易収支に影響を及ぼすというコン
センサスは得られていない（第Ⅱ-2-3-1-5 表）。
　ここで、米国国際貿易委員会（USITC）が、トランプ
政権が誕生後の 2017 年 10 月に公表したモデル分析 174

を紹介する。モデルには、米国が 10％の追加関税をし
た場合の長期均衡分析と 30 年間経過分析があり、それ
ぞれ対象国は中国のみのケースと全世界のケースがある。
　まず中国を対象とした長期均衡分析（第Ⅱ-2-3-1-6
表）では、米国の課税賦課が、米国の対中国輸入を減
少させ、これが米中及びその他世界（以下 ROW とい
う。）の生産者物価へ波及する。特に中国の生産者物
価が大きく減少（▲ 1.4％下落）し、中国輸出産品の
国際競争力を相対的に高め、逆に割高になった米国輸
出産品、ROW 輸出産品が中国市場への輸入量を減少

第Ⅱ-2-3-1-5 表　関税引上げの影響に関する先行研究

資料：�IMF�（2008）を基に経済産業省作成。

Ostry�and�Rose
(1992)

・Ostry は IMF 調査副局長。
・主として OECD のデータを用い、関税の変化が貿易収支に及ぼす影響を分析。
・関税の及ぼす影響は、統計的に有意ではなかったと結論。

UNCTAD
(1999)

・発展途上国 15 か国の 1970-1995 年のデータを用い、貿易自由化が貿易収支に及ぼす影響を分析。
・貿易自由化は貿易収支を悪化させ、その効果は統計的に有意であると結論。

Santos-Paulino
and�Thirlwall

(2004)

・Santos-Paulino は UNCTAD のエコノミスト。
・�発展途上国 22 か国の 1972-1997 年のデータを用い、貿易自由化が輸出、輸入、貿易収支に及ぼす影響を分析。貿易自由
化は、輸出入双方を増加させ、全体として貿易収支を悪化させると結論。

IMF�Staff�Paper
(2008)

・より長期かつ多くの発展途上国のデータを用い、貿易自由化が輸出、輸入、貿易収支に及ぼす影響を分析。
・�貿易自由化は、輸出入を増加させることは確かだが、経常収支を悪化させるかどうかは、手法によって結果が異なり、頑
健なエビデンスは得られなかったと結論。

�
167�戸堂康之（2015）は、1960 年代に高い関税率であったチリ（工業製品に対する実効保護率 217％）は、1960-80 年代の一人当たりの成長率

において 1.69％に留まった。逆に、低い関税率であったシンガポール（同 0％）や韓国（同▲ 17％）では、同期間に一人当たり成長率に
おいてシンガポールは 6.58％、韓国は 7.19％を達成した。

168�戸堂康之（2015）は、Luzio and Greenstain（1995）を引用し、ブラジルとアメリカのパソコン価格の推移を比較してブラジル製パソコン
が国際競争力を持つことがなかったとした。

169�戸堂康之（2015）は、理論的には貿易保護政策が経済成長を促す場合があることを否定できないが、自由貿易がより経済成長を促すこと
が研究でかなり実証されており、特に第 2 次世界大戦後のデータでは、技術伝播の影響が大きくなったため、その傾向が顕著であるとし
ている。

170�Jonathan D. Ostry and Andrew K. Rose （1992）.
171�UNCTAD （1999）.
172�Amelia Santos-Paulino and A.P. Thirlwall （2004）.
173�IMF （2008）.
174�USITC （2017）.
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させる。また、ROW は米国市場で増加するが中国市
場で相対的に競争力を失い減少し、ネットで輸出が減
少する。結果として、関税賦課によって、全ての国で
輸出入ともマイナスになり、収支は米国のみマイナス
との結果となった。
　次に対世界の 30 年間にわたる経過分析を見る。初
期に貿易収支は一時的に改善するが、発動後 13 年以
降には▲ 0.02％程度の押し下げ効果が継続するとの結

論となった。また、初期の最も改善が見込まれる時期
であっても対 GDP 比は 0.05％程度の改善効果しかな
く、米国の貿易赤字は 2018 年に対名目 GDP 比で▲
4.3％ 175 であり、黒字化にはほど遠いことが分かる。
なお、対中国の場合は、全輸入品を対象とした場合の
約 10 分の 1 程度の影響しかないが、▲ 0.003％程度の
押し下げ効果が継続する結果となった。

（5）国際機関による関税引上げの影響分析
　IMF、OECD、世界銀行などいくつかの国際機関は、
2018 年の貿易摩擦が世界経済に与える影響試算を発
表 176している。いずれの分析も関税発動国や被発動国
に限らず、他の国々や世界経済に少なからず悪影響を
与えるとの分析結果となっている。ここでは、それら
の分析のうち、より詳細なシナリオ分析を行っている
IMF の分析（2018 年 10 月公表）177を取り上げる（第
Ⅱ-2-3-1-7 表）。レポート発表時点で米国が発動及び
検討する全ての追加関税が賦課され、対象国も報復措
置を行うとの前提で、企業活動やマーケットの反応を
織り込んで、世界経済に与える影響を試算している。
関税発動国、被発動国に関わらず、全ての国、世界経
済にとってもマイナスの影響が出るとの結果となって

第Ⅱ-2-3-1-6 表　
米国が中国に対して 10% 関税を引上げた場合のモデル
分析

備考：�矢印は、主な波及経路を示す。オレンジ色が 10% の関税賦課による
生産者物価や各市場での輸入量の増減。黄色が米国の輸出産品が相
対的な生産者物価の上昇による各市場への輸入量の減少。同じく緑
色は ROW の、青色は中国の輸出産品の輸入量の増減。灰色は ROW
の輸出産品がトータルで輸入量を落とすこと（ROW の輸入は▲ 0.5%
減）による生産者物価の下落。

資料：�USITC�（2017）�“Can�Protectionism�Improve�Trade�Balance?”

中国輸出産品
輸入量

（消費量）

生産者物価
（米国・中国・
ROWとの価格差）

米国輸出産品
輸入量

（消費量）

ROW輸出産品
輸入量

（消費量）

輸出
輸入
貿易収支

米国
（市場） ▲4.9％減

0.1％増
対中：1.5％高い
対 ROW：0.5％高い

(0.1％増） 0.7％増
▲1.2％減
▲1.1％減
収支▲0.003％減

中国
（市場）（0.0％増）

▲1.4％減
対米：▲1.5％安い
対 ROW：▲0.9％安い

▲1.8％減 ▲1.2％減
▲1.7％減
▲1.7％減
収支 0.0006％増

ROW
（市場）

1.2％増
▲0.5％減
対米：▲0.5％安い
対中：0.9％高い

▲0.7％減 （▲0.0％減）
▲0.5％減
▲0.5％減
収支 0.0002％増

関税 10％関税 10％

第Ⅱ-2-3-1-7 表　IMF 「貿易摩擦の影響シナリオ分析」（2017 年からのかい離）（2018 年 10 月 9 日）

備考：�2018 年 10 月時点の分析であり、2018 年 9 月末に妥結した USMCA�（新 NAFTA）の内容は本シナリオに反映されておらず、NAFTA への影響が大きく
出ている点に留意が必要。

資料：�IMF�WEO,�October�2018 から作成。

・�IMF は、2018 年 10 月に「貿易措置が激化した場合の世界経済に与える影響分析」（同年 7 月公表）を改訂し、世界、米国、中国、日本、
欧州、NEFTA（加・墨）、G20 先進国、G20 新興国、の 8 地域に分類し、5 つのシナリオごとに、GDP 成長率への影響を試算した（今後
5 年間、長期）。

　シナリオ１：�米国による 232 条（鉄鋼、アルミニウム）及び 301 条に基づく関税措置と、これに対する米国の貿易相手国及び中国の報
復措置を想定。（米中間のいわゆる第 3 弾の措置を含む。）

　シナリオ２：�米国が、中国に対して 2,670 億ドル相当の追加関税を課し、中国も米国からの輸入の全量（1,300 億ドル）について報復関
税を課すことを想定。

　シナリオ３：�米国が自動車及び同部品に対して 25% の関税を賦課し、これに対し、米国の貿易相手国が同程度の報復措置を実施するこ
とを想定。

　シナリオ４：�貿易戦争による不安から企業が投資計画を変更することを想定。（リーマンショック時の 1/6 程度の投資への下押し影響を
試算）。

　シナリオ５：米中貿易戦争が最悪の事態に至った場合には、企業収益が▲ 15% 下押しされるとの推計を基に市場への影響等を試算。

国・地域 世界 米国 中国 日本 欧州 NAFTA
（加・墨）

G20
先進国

G20
新興国

Ｇ
Ｄ
Ｐ
へ
の
影
響（
％
）

今
後
５
年
最
大
値

シナリオ
1～3 合計 ▽ 0.4% ▽ 0.7% ▽ 1.0% ▽ 0.2% ＋ 0.1% ▽ 1.2% ▽ 0.3% ▽ 0.4%

シナリオ
４～５合計 ▽ 0.5% ▽ 0.3% ▽ 0.6% ▽ 0.5% ▽ 0.5% ▽ 0.4% ▽ 0.4% ▽ 0.7%

短期 ▽ 0.8% ▽ 0.9% ▽ 1.6% ▽ 0.7% ▽ 0.5% ▽ 1.6% ▽ 0.7% ▽ 1.1%
長期 ▽ 0.4% ▽ 0.9% ▽ 0.6% ▽ 0.2% ▽ 0.1% ▽ 1.4% ▽ 0.5% ▽ 0.4%

�
175�米国の 2018 年貿易赤字の▲ 8,790 億ドルを名目 GDP（推計値）205,130 億ドルで割り戻した値。
176�本文で述べる IMF の他には、例えば、OECD が 2018 年 11 月に影響試算を公表した。米中双方が全ての輸入品に 25％の追加関税を発動し、

企業の投資計画に悪影響を及ぼすと仮定し、最大で米国に▲ 1.1 ポイント、中国に▲ 1.3 ポイント、世界に▲ 0.8 ポイントの下押し圧力が
かかるとした。

177�IMF WEO, October 2018.
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おり、先にみた経済学理論やコラム 7 と同様、関税の
掛け合い、貿易戦争ではどこの国も勝つことがないこ
とを端的に示している。

（6）まとめ
　以上、本項で見てきたように、経済学的には貿易収支
のみを取り上げ、良し悪しを論じることには意味がない。
また、ミクロ経済学では、関税引上げは一部の生産者には
余剰増加につながるものの、消費者余剰を減少させ、国

全体の社会的総余剰を減少させることを確認した。また、
貿易のもたらす技術伝播効果を考慮すれば、関税引上げ
など貿易制限的措置を取れば、外国からの技術伝播を減
らし、経済成長を阻害する可能性が高いことを示した。さ
らに、実証分析においては、関税引上げの貿易収支への
影響は一概にはいえないものの、関税引上げが発動国に
も結果的に悪影響を及ぼし、ひとたび世界を巻き込んだ貿
易戦争に発展すれば、世界全体に悪影響が及び、「どの国
も勝つことがない」負の連鎖となることを確認した。

米国ピーターソン国際経済研究所（Peterson Institute for International Economics）は、
2018 年に貿易赤字に関する世間一般にある認識の誤りについて指摘するレポート 178 を発表した（コラ
ム第 7-1 表）。このレポートは、貿易赤字に関する一般的な誤解を訂正することを目的としている。まず、
貿易赤字は「国家間の金銭の貸し借りそのもの」と指摘し、貿易黒字や赤字は単なる「勝ち」や「負け」
ではないと主張する。また、関税を含めた貿易障壁が最も低いグループ国（シンガポールやスイス）は
最も大きな対 GDP 比貿易黒字を持つと指摘し、実際に関税引上げた過去のケースをみても、対象品目で
輸入が減少するが、対象品目以外や対象国以外で輸出減少や輸入増加が生じて相殺され（貿易収支を元
に戻し）、関税は貿易赤字を減少させないと主張する。さらに、世界的な貿易戦争は、貿易の全般的な減
少、インフレ、生産性の低下を引き起こし、全ての国を貧しくさせ、どの国も勝つことがないと主張する。

コラム

７ 貿易赤字に関する誤解（米国のシンクタンクレポート）

コラム第 7-1 表　米国シンクタンクによる貿易赤字に関する 5 つの認識の誤り

資料：�PIIE�（2018）�”The�Debate�on�Trade�Deficits�Is�Littered�with�Misconceptions” から作成。

1．�貿易赤字は「負け」で
はない

〇�貿易の赤字や黒字は国家間の金銭の貸し借りそのものである。貿易赤字を個人レベルで例えるのであれば、家を買うための借金
と同じである。

〇�もし貿易赤字がない（無理やり生じさせない）とすれば、好景気時にインフレが生じ、海外からの直接投資が減少して、長期的
な経済成長の芽をつみとり、結果として経済成長は早く終わる。

2．�貿易赤字は「無害」で
ない

〇�貿易赤字国のアメリカは、多くの貿易赤字を持つ先進国と同様に、海外から借金しても、（経済成長につながる）工場建設やイ
ンフラ整備ではなく、連邦政府の財政赤字を支払っている。アメリカの対外債務増加率は、経済成長率を上回るスピードで増大。
この悪循環から抜け出すのが早ければ早いほど、アメリカ経済には良い影響がある。

〇�貿易黒字は、不況時の経済にとって命綱のような働きをするとの認識が、多くの国、特にアジアの政策立案者の間に広がってお
り、自国の輸出に有利なように通貨の価値を低くする。バーナンキ FRB 前議長はこのような他国の為替政策によって米国経済
の回復が遅れていると指摘する。

3．�関税は貿易赤字を減少
させない

〇�関税など貿易障壁は本質的に貿易赤字とは何の関係がなく、貿易障壁が最も低いグループのシンガポールやスイスは最も大きな
貿易黒字を持つグループでもあるし、逆に貿易障壁が最も高いグループのブラジルやインドは最も大きな貿易赤字を持つグルー
プである。

〇�関税が上がれば輸入は減り一国の貿易収支を一時的に改善する。しかし輸入が減った分、自国通貨の為替市場への供給が減少し、
自国通貨の為替レートを押し上げる。これは輸入品がより安価に、輸出がより高価になり、貿易収支をもとに戻す。実際に、ほ
とんど全ての関税賦課は、その対象品目以外での輸出減と輸入増が起こったり、対象以外の国との収支を悪化させたり、生産性
を落とし、物価を上げたりして、自国の貿易収支に影響を及ぼさない。世界的な貿易戦争が起これば、貿易の全般的な減少、イ
ンフレ、生産性の低下によって、全ての国を貧しくさせ、どの国が勝つこともない。

4．�アメリカは輸出産品が
ないわけではない

〇�アメリカ人の多くは、世界的に有名な消費財はすでに海外生産されており、アメリカには輸出産品がないと考えている。しかし
実際には、アメリカは世界第 2 位の輸出国であり、2017 年に財サービス輸出は 2.3 兆ドルとなり、第 1 位の中国（2.4 兆ドル）
をわずかに下回っただけである。輸出が 10％増加し、輸入が 10％減少すれば、輸出入が逆転し貿易黒字に十分に転換する。

5．�アメリカが貿易赤字を
減らすには貿易戦争
だけではない

〇�各国政府には国際法上許された貿易収支に影響を与える政策がある。例えば、財政政策や為替介入、外国資本への課税及び管理
などである。経済規模に比して巨大な貿易黒字を持つノルウェーやシンガポールは財政黒字で膨大な為替介入をしている。

〇�アメリカの 2017 年の財政赤字は、貿易赤字を拡大させた主要な要因だが、米国金融市場が魅力的で外国資本が流入すること、
そしていくつかの貿易相手国の重商主義的な政策も影響している。アメリカは（現在の貿易戦争をはじめるよりは）自国通貨安
誘導のためのあらゆる措置へ毅然とした対応をとり、外国為替介入や外国資金流入課税など金融政策で適切に対処すべきである。

�
178�Joseph E. Gagnon, PIIE （2018）.
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　本項 179 では、過去に発動された関税引上げ措置に
ついて、貿易、物価、雇用、当事国の経済への影響、
世界への波及効果についてケーススタディ分析を試み
る。関税引上げ措置の影響を分析するために、対象事
例は、WTO 上級委員会で敗訴又は我が国の不公正貿
易報告書において不公正な措置として掲載された事例
を扱うこととする。具体的には 2002 年の米国鉄鋼 SG
措置、米国太陽電池セル・モジュールへの 2012 年及
び 2015 年の AD 措置・CVD 措置並びに 2018 年の SG
措置の 2 ケースとする。

（1）2002 年　米国鉄鋼セーフガード（SG）措置
① 措置概要
　米ブッシュ政権は誕生して間もない 2001 年 6 月に、
構造的不況に苦しむ米国鉄鋼産業に対する包括的な救
済策を求める声の高まりを受けて、「鉄鋼に係る多国
間イニシアティブ」180 を発表して鉄鋼 SG 措置の調査
に入った。その後、世界で過剰に生産された鉄鋼が還
流し、国内の鉄鋼業界に深刻な影響を与えているとし
て、2002 年 3 月に鉄鋼 14 品目に対して 3 年間 8～

30％の追加関税を賦課する SG 措置を発動した。当該
措置発動は、各国からの連鎖的な WTO 協議要請や対
抗（補償）措置を招くことになった。WTO 上級委員
会は 2003 年 11 月に協定に定める発動要件の十分な説
明がないとして当該措置の協定違反を認定した。それ
を受け、米ブッシュ政権は同 12 月に措置を撤回する
に至った（第Ⅱ-2-3-2-1 表）。

② 当時の鉄鋼産業の状況
　20 世紀前半には世界をリードしていた米国鉄鋼産業
は、1970 年代から国際競争力を低下させ徐々に衰退の
道を辿っていた 181。そうした中、当時の米国鉄鋼産業
は国際競争力の低下だけでなく、高炉メーカーと新興
電炉メーカーによる国内競争の激化、2001 年の IT バ
ブル崩壊による国内景気の悪化に伴う需要減といった
複合的な要因による不況下にあった 182。発動前の米国
内の鉄鋼需給の状況を見ると、IT バブル崩壊前の
2000 年までは、97 年のアジア通貨危機の影響で一時
的な減少が認められるものの見かけ消費量 183 の増加
に支えられ、粗鋼生産量はわずかながら増加傾向に

2．貿易制限的措置の影響（ケーススタディ分析）

第Ⅱ-2-3-2-1 表　米国の 2002 年鉄鋼 SG 措置概要

資料：�米国公表資料等から作成。

経緯

2001 年 6 月 28 日に米国国際貿易委員会（USITC) が、過剰生産された鉄鋼が米国へ輸入急増し国内の鉄鋼業界に深刻な影響を与えて
いるとして、通商法 201 条に基づき調査を開始。翌 2002 年 3 月 5 日にブッシュ政権は鉄鋼 SG 措置の発動を発表し、同月 20 日に発
動した。
当初 3 年間の措置であったが、各国による連鎖的な対抗措置を招き、また、2003 年 11 月には同措置が WTO 協定違反であるとの認定
がなされ、米国は同年 12 月に 3 年の期限を待たず措置を撤回した。ブッシュ政権は SG 措置によって国内産業は業績を回復したため
措置を取下げたと説明した。

請願者：業界（USWA）が米国政府に支援を要請。ブッシュ大統領は、2000 年の大統領選挙期間中に鉄鋼業への支援に言及した。

概要

対象品目：鉄鋼・鉄鋼製品等を対象に米国政府が WTO に登録した HS コードベースで 169 品目が対象。主な品目に熱間圧延・冷間圧延・
合金鋼のフラットロール製品等、鉄の棒・形鋼、シームレス管、鉄鋼製の管などがある。

措置内容：計 14 品目に初年度は 490 万トン（次年度は 535 万トン、最終年度は 581 万トン）を超える輸入に対して 8～30％（次年度
は 7～24%、最終年度は 6～18%）の追加関税が賦課された。

適用除外品目リスト：2002 年 6～7 月に適用除外品目リスト（第 1～5 弾）が公表され、SG 発動時に米鉄鋼・鉄鋼製品輸入量の約
29％が対象だったが 25% に下落した。（Hufbauer�and�Goodrich(2003)）

対象国・適用除外：NAFTA 加盟国であるカナダ、メキシコに加え、ヨルダン、イスラエルの 4 カ国が適用除外。また途上国（輸入シェ
ア 3% 未満に限る等）も適用除外。その他の国が対象国となる。

�
179�本項は、経済産業省が実施した委託調査「平成 30 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（事業環境・市場動向等の

調査（AD 等の貿易制限的措置が世界経済に与える影響に関する調査））」を基に再構成したものである。なお資料は原出典を表示する。
180�本イニシアティブは、①世界的な供給過剰問題への取組、②鉄鋼貿易、国内補助金に関する国際的なルール作りとともに、③国内鉄鋼産

業への一時的なセーフガード措置の検討を内容とするもの。
181�米国の 2001 年の生産量は、中国、日本に次いで世界第三位（約 90 百万トン（世界シェア 10.6％））、消費量においても中国についで世界

第二位（約 114 百万トン（同 13.4％））であり主要な鉄鋼生産・消費国であった。数値は World Steel Association。
182�Gary Clyde Hufbauer and Ben Goodrich （2003a）によれば、雇用者数が減少した主な理由は、新興電炉メーカー（ニューコア社やスチー

ルダイナミクス社など）の台頭が指摘されている。これら新興電炉メーカーは、原価の安い鉄くずを使った小規模な電炉を持ち、比較的
少ない雇用者数で安いコストを実現し、既成の高炉メーカー（US スチール社や AK スチール社など）の販売シェアを奪っていた。

183�見かけ消費量とは、粗鋼生産量＋純輸入量（輸入量 - 輸出量）で算出される値で、ある国の鉄鋼の需要量を表す。
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あった（第Ⅱ-2-3-2-2 図）。しかし、IT バブル崩壊を
契機として、2001 年に米国の国内景気が悪化すると、
粗鋼生産量及び粗鋼純輸入も減少した。それに伴い雇
用者数の減少も拡大し、2000 年から 2 年間で約 2 割の
減少となった。こうした状況の中、米鉄鋼業界団体か
らの救済要請を受け、米国政府は WTO 協定に基づく
救済措置を多発するようになり、ピークの 2001 年に
は 1 年間で 31 件もの救済措置を発動し、翌 2002 年 3

月に職権調査に基づき本鉄鋼 SG 措置を発動するに
至った（第Ⅱ-2-3-2-3 図）。

③ 措置発動国（米国）における貿易への影響
　まずは、措置の発動による米国の対象品目の国別輸
入の影響について概括する 184。米国の 2001 年におけ
る対象品目輸入額は 128 億ドルであった。国別の内訳
としては、本 SG 措置除外国であるカナダ、メキシコ
が大きな割合を占めることが分かる（第Ⅱ-2-3-2-4
表）。
　対象品目における被発動国と除外国の輸入を前年同
月比で比較すると、措置発動直後に被発動国からの輸
入が半減する一方で、除外国からの輸入は増加し、両
者の違いが鮮明となった（第Ⅱ-2-3-2-5 図）。
　次に米国の、被発動国からの対象品目の輸入価格の
推移を見る 185。輸入価格は、非対象品目（対象となら

第Ⅱ-2-3-2-2 図　
米国粗鋼の生産、消費、純輸入、雇用者数の推移

備考：�見かけ消費量とは、粗鋼の生産量と純輸入量を合計した値。雇用者
数は、米国労働省の製鉄所（iron�and�steel�mills�and�ferroalloy�pro-
duction）とした。

資料：�世界鉄鋼連盟、米国労働省から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-4 表　
米国の 2001 年対象品目輸入国ランキング

備考：�対象品目、被発動国は、脚注 188 の前提条件を参照。
資料：�Global�Trade�Atlas より作成。

順位 国 金額
（100万ドル）

シェア
（％）

1 カナダ 2,718� 21.3

2 日本 1,166� 9.1

3 ドイツ 1,042� 8.2

4 韓国 1,003� 7.9

5 メキシコ 959� 7.5

6 ブラジル 601� 4.7

7 中国 476� 3.7

8 フランス 472� 3.7

9 英国 399� 3.1

10 イタリア 365� 2.9

41 イスラエル 22� 0.2

160 ヨルダン 0� 0.0

ー その他 3,534� 27.7

ー 世界計 12,756� 100.0

適用除外

適用除外

適用除外

適用除外

�
184�本措置の影響分析にあたり、以下を前提条件とした。①対象品目の特定には、米国により WTO に登録された HS6 桁ベースの対象品目を

利用。なお、2002 年 6、7 月の一部対象品目の除外については、除外後も対象品目として数値分析を行った。②被発動国は、除外国となっ
たカナダ、メキシコ、イスラエル、ヨルダン以外とした。また、途上国の適用除外（輸入シェア 3％未満に限る等）については、全てを
網羅的に分析することが困難であったため、本分析では途上国を一律に被発動国として扱った。③貿易量は、発動国の輸入額の CIF 価格（製
品価格、保険料、運賃の 3 要素で構成された価格であり、関税を含まない）で統一した。
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なかった鉄鋼・鉄鋼製品等）と比べて、発動後に大き
く上昇し、発動時点より最大 2 割近く上昇した。なお、
非対象品目も 2003 年後半には上昇に転じており、発
動時点より 1 割近く上昇した（第Ⅱ-2-3-2-6 図）。

④ �措置発動国（米国）の鉄鋼業界における価格、雇用、
株価への影響

　次に国内価格、マーケット等への影響を見る。2000
年代前半の鉄鋼の米国国内需給は、年により多少の増
減があるが、継続的に需要超過が続いていた。国内需
要は横ばいで推移した一方、本措置による輸入減少も
背景に 2001 年以降、国内供給は緩やかに増加していっ
た（第Ⅱ-2-3-2-7 図）。米国の鉄鋼生産、設備稼働率

も 2001 年第 4 四半期を底に増加に転じており、2002
年 3 月の措置発動によって生産状況が好転している様
子が見られる（第Ⅱ-2-3-2-8 図）。好調な生産状況は
卸売物価指数にも表れており、代表的なベンチマーク
指標である熱間圧延コイル（HRC）の価格指数は、
措置発動前まで低下傾向にあったのが、発動を契機に
急激に上昇した（第Ⅱ-2-3-2-9 図）。マーケット価格
でも同様の動きが見られ、HRC のマーケット価格は発
動後上昇が続き、発動数か月後の 7 月には 2 倍近くま
で上昇した（第Ⅱ-2-3-2-10 図）。一方、卸売物価指数
でもマーケット価格においても価格は一時的に上昇し
ただけで 2002 年末には元の水準に戻っている。
　鉄鋼業界の雇用者数を見ると、措置発動の 2002 年
3 月まで継続的な減少が続いており、特に 2000 年頃
からの減少が大きく、同年 1 月に 13.8 万人であった

第Ⅱ-2-3-2-5 図　
対象品目の被発動国と除外国の輸入額推移（前年同月比）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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備考：�脚注 185 参照のこと。
資料：�Global�Trade�Atlas から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-7 図　米国国内需要の推移

資料：�World�Steel�Association から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-8 図　米国粗鋼生産量と稼働率の推移

資料：�米国鉄鋼協会などから作成。
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�
185�米国が WTO に登録した HS コード 6 桁ベースの対象品目は 2 桁ベースでは 72 類（鉄鋼）、73 類（鉄鋼製品）、83 類（卑金属製品）に属

する。本分析では、これら 3 類に属する 6 桁ベースの品目の中で対象品目と非対象品目を分けた。また輸入単価のフィッシャー指数は、
1999 年の値を基準値とし算出した。また単価の計算にあたり、対象品目の HS730820、HS720690、HS843143 のデータ、非対象品目の
HS732421 の 1999 年 12 月分のデータ、非対象品目の HS732620 のデータは価格指数の変動が大きく異常値とみなし削除した。また被発動
国の対象品目を分析対象とするため、除外国のうちカナダ、メキシコのデータを世界合計の対象品目、非対象品目のいずれからも削除した。
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雇用者数は措置発動時点の 2 月には 10.7 万人と 22.2％
も激減していた（第Ⅱ-2-3-2-11 図）。措置発動により、
雇用者数の減少に一時的に歯止めがかかり、2002 年に
かけてわずかに雇用者数は上昇した。しかし、2002 年
末以降に鉄鋼価格の水準が戻った時期から、雇用者数
は再び緩やかな減少傾向に戻っている。なお、措置終
了後に少し遅れて鉄鋼業雇用は 10 万人前後で下げ止
まっているが、これは鉄鋼業における雇用者の適正な
水準まで減少したことが推察され、本措置が鉄鋼業に
おける雇用者の減少を後ろ倒しにした可能性がある。
　個別企業の業績では、US スチール社と AK スチー
ル社など高炉メーカーは、措置発動後に業績を赤字か
ら黒字へと回復した。他方で、新興電炉メーカーの
ニューコア社やスチールダイナミクス社は措置発動後
に業績がわずかに回復するに留まった（第Ⅱ-2-3-
2-12 図）186。一方で株価においては、高炉メーカーは
措置発動後の一時期を除き S&P 平均を下回ることが

多く、新興電炉メーカーは措置発動後に S&P 平均を
大きく上回るトレンドで推移した（第Ⅱ-2-3-2-13 図）。
　このように、短期的には本 SG 措置によって海外製
品の輸入量が減少し、需要過多となり鋼材価格が上昇
することで、米国鉄鋼業界の業績は向上し、雇用の減
少も下げ止まった。これらの影響は、第 1 項のミクロ
経済学の理論における、関税引上げによる生産者余剰
の増加とも整合的である。

⑤ 措置発動国（米国）の川下産業への影響
　ここで、米国内の川下産業への影響を考察したい。
本 SG 措置の対象が、鉄鋼産業という幅広い川下産業
を持つため、鋼材価格の上昇は多くの川下産業にコス
ト増としてマイナスの影響（第 1 項のミクロ経済学の
理論における消費者余剰の減少）を与えると考えられる。

第Ⅱ-2-3-2-9 図　米国鉄鋼生産者価格指数の推移

備考：�米国労働省が指定する各指数の ID は、熱間圧延鋼板（WPU101703）、
冷間圧延鋼板（WPU101707）。

資料：�米国労働省（BLS）から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-10 図　米国鉄鋼マーケット価格の推移

資料：�一般財団法人日本鉄鋼連盟『海外鉄鋼市場の動き』から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-11 図　米国鉄鋼業界雇用者数の推移

備考：�雇用者数は米国労働省の製鉄所（iron�and�steel�mills�and�ferroalloy�
production）。

資料：�米国労働省から作成。

50

170

150

130

110

90

70

（千人）

20072006200520042003200220012000199919981997

2002 年 3 月
措置発動

2003 年 12 月
措置終了

1996

第Ⅱ-2-3-2-12 図　
米国主要鉄鋼メーカーの業績（純利益）

資料：�Bloomberg から作成。
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�
186�高炉メーカーと新興電炉メーカーの業績の違いの背景については脚注 186 を参照のこと。
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　当時の川下産業における雇用を鉄鋼業における雇用
と比較すると（第Ⅱ-2-3-2-14 図）、両者ともに 2001
年の IT バブル崩壊前後を境に減少しているものの、
本措置発動後は、鉄鋼業雇用が下げ止まったが、川下
産業の雇用については措置が終了する 2003 年末頃ま
で減少し続けた。これらから、本措置の発動は、鋼材
価格の上昇を通じて川下産業の雇用者数の減少をもた
らした可能性がある。
　本措置は発動国である米国において、生産者余剰を
増加させる一方、消費者余剰の減少を引き起こしたが、
生産者余剰と消費者余剰を合わせた増減である国全体

の社会的総余剰への影響については、米国政府の
USITC が 2003 年 9 月に公表したレポート 187 におい
て指摘している。同レポートは、一般均衡モデルを用
いて、セーフガード措置による関税収入と家計・企業
への影響を分析したもので、米国にとってネットで 3
千万ドルの悪影響があるとの結果を示している（第Ⅱ-2-
3-2-15 表）。特に、自動車部品、金属タンク・重量ゲージ、
鉄道車両製造などの、鉄鋼の川下産業により大きなマ
イナスの影響があるとした。また、民間シンクタンク
のレポートでは、年間 4.3 万人の雇用喪失があったと
の試算結果 188 や、金属、機械、輸送設備の製造業に
おいて 2002 年に 22.4 万人の雇用喪失（そのうちラス
トベルト地帯で顕著に減少）があったとの試算結
果 189 が発表されている。

⑥ 本措置の他国への影響
　最後に、本 SG 措置が当時の世界の鋼材価格に及ぼし
た影響をドイツ及び中国を例に見る（第Ⅱ-2-3-2-16 図）。
ドイツ・中国においても、2002 年 3 月の米国の本措
置発動を受けて鋼材価格がそれまでのトレンドから一
転し、上昇に転じたことが見て取れる。さらに、その
後それぞれが発動した対抗措置の影響もあり価格はさ
らに上昇していく。特に、中国は 2001 年から急速な
経済成長による需要増に供給が追い付けない状況に加
えて、米中の SG 措置による国内マーケットへの影響
が大きかったと考えられる。
　また米国の SG 措置によって世界的な規模で貿易制限
的措置が連鎖反応を起こしたことも指摘されている 190。
本措置によって、EU、中国、ハンガリー、チリ、ポーラ
ンドが暫定 SG 措置を発動し、発動した地域が世界の輸
入量の約 5 割弱を占めるまでに至った。これら地域では、

第Ⅱ-2-3-2-13 図　米国主要鉄鋼メーカーの株価

備考：�調査開始日＝ 100 として指数化。
資料：�Bloomberg から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-14 図　
2002 年 SG 措置の雇用への影響（鉄鋼業とその川下産業）

備考：�米国労働省の「Series�title」は「All�employees,�thousands,�seasonal-
ly�adjusted」を、鉄鋼業には「iron�and�steel�mills�and�ferroalloy�pro-
duction」を、川下産業には先行研究を参考にして「fabricated�metal�
products」、「machinery」、「transportation�equipment」の各産業の
合計を使用。

資料：�米国労働省から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-15 表　
鉄鋼セーフガード措置による一般均衡モデル試算

資料：�USITC�（2003）から作成。

所得の変化： （百万ドル）
関税収入 649.9
家計所得 ▲�386.0
企業所得 ▲�294.3
　うちプラスの影響がある産業 306.9
　　うち鉄鋼産業 239.5
　うちマイナスの影響がある産業 ▲�601.2
GDP ▲�30.4

�
187�USITC （2003）.
188�Gary Clyde Hufbauer and Ben Goodrich （2003b）.
189�Dr. Joseph Francois and Laura M. Baughman （2003）.
190�2003 年版不公正貿易報告書。
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輸入コストの上昇に伴い鋼材価格の上昇がみられ、特に
中国では高級鋼材や特定用途の鉄鋼製品の供給がひっ迫
し、米国のみならず、世界全体の消費者余剰の損失を生
んだとされる。また、生産者にとっても、SG 措置は非効
率な生産設備を残存させるインセンティブとして働き、
国内鉄鋼産業の構造調整を遅らせ、長期的には国際競争
力の低下に伴う経済損失が発生した。以上のように、本
SG 措置は、単に発動国にとどまらない世界に広がるスピ
ルオーバーがあったケースといえよう。

（2）�米国太陽電池セル・モジュール 191 への 2012
年及び 2015 年のアンチ・ダンピング（AD）
措置及び相殺関税（CVD）措置並びに 2018
年の SG措置

① 措置概要
　2018 年 1 月に米トランプ政権は、太陽電池セル・モ
ジュールの輸入急増が国内産業に重大な損害を与えてい
るとして SG 措置の発動を命じた。米国政府はそれまでに
二度（2012 年と2015 年）にわたって中国製品等の太陽
電池セル・モジュールに対して AD 措置とCVD 措置を
それぞれ発動してきた。しかしこれらの措置から逃れるた

めに、中国企業が生産拠点をマレーシア、ベトナムなど国
外に移転し、過去二度の措置を回避してきたと米国政府
は指摘し、三度目の措置となる今回の措置を発動した。
　1 回目の措置は、2012 年 12 月に発動された AD 措置、
CVD 措置である。中国政府の太陽光発電に対する補助
金 192が市場歪曲的でありWTO 協定に違反するとし、
補助金を背景とした中国からの廉価な輸入品により国内
産業に損害が生じていると認定した。しかし、当該措置
は適用の際の原産国を「太陽電池セルの製造国」と定義
したため、製造工程 193の一部を担うセル加工を台湾等
に出すことで当該措置の適用を回避した中国産モジュー
ル（台湾等でセル加工し、中国で組み立てたモジュール）
の対米輸出が急増する結果となった 194。2 回目の措置は、
この急増した台湾産セルによる中国組立てモジュールを
対象にすべく、原産国を対中国向けは「モジュール製造
国」、対台湾向けは「セル製造国」とし、2015年 2 月に
再び AD 措置、CVD 措置を発動した。しかし、その後
も米国政府による再生可能エネルギー導入事業者への減
税を受けた需要拡大を背景に、中国企業等は中国からの
輸出を徐々に減少させつつ 195、マレーシアやベトナムな
どに一部生産拠点を移して輸出を増加させた。米国政府

第Ⅱ-2-3-2-16 図　鋼材のマーケット価格の動き（ドイツ、中国）

備考：�元・マルク価格をドルに換算。
資料：�一般財団法人日本鉄鋼連盟『海外鉄鋼市場の動き』、Bloomberg�から作成。
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�
191�正確には結晶系太陽電池のセルとモジュール（Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules）。なお、太陽電池は、シリコン系太陽

電池が現在主流であり、そのうち結晶系と薄膜系があり、結晶系が本措置の対象となっている。
192�蓬田守弘（2015）によれば、米商務省が、中国セル・モジュールメーカーの適正価格未満での①資金借入れ、②土地賃借、②国有企業が

専有した原材料調達、を国内補助金とみなし、中国輸出入銀行の輸出信用を輸出補助金と認定した。
193�太陽電池の製造工程は、第一工程では原料となるポリシリコンを精錬し、第二工程ではケイ素の純度が高いインゴット（鋳塊）を切断しウェ

ハー（半導体の薄い円盤状の板）に加工し、第三工程では、太陽電池の基本単位であるセルに加工し、最後の第 4 工程でセルを複数配列
したモジュール（パネル）を組立てる。それぞれの生産工程は最適な立地選択に応じて国際間で分業されている。

194�蓬田守弘（2015）によれば、USITC が、米国太陽電池モジュール市場での台湾等産セルを使った中国製モジュールのシェアは同 4.6％か
ら 76.2％に拡大する一方で、中国産セルを使ったモジュールのシェアは 2011 年 58.3％から 2013 年 8.1％に激減した。また中国企業から台
湾セル製造企業への発注も増加しており、台湾の（セル材料の）ウェハー調達先に占める中国の割合は 2011 年 33.9％から 2013 年には
46.5％に拡大した。

195�中国企業の輸出が徐々に減少した背景として、関税率レビューによる関税率の引下げが一つの要因と考えられる。USITC （2019）によれば、
2015 年 2 月の 2 回目の措置発動時の主要中国企業の AD/CVD 措置関税率は合算して 80％～100％に上ったが、2015 年 7 月には約 25％程度
に引下げられている。主要中国企業にとって約 25％程度の関税がかかっても米国市場で一定の競争力を保ったと考えられる。
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はこのような回避行動に対して、2018 年 2 月に 3 回目の
措置となる SG 措置を発動することとなった（第Ⅱ-2-3-
2-17 表）。
　これら措置は、各国からの連鎖的な太陽電池セル・
モジュールに関する対中 AD 措置発動を誘引し、ま
たそれに対する中国の対抗措置を引き起こす契機と
なった。具体的には、EU、カナダ、トルコが対中
AD 措置等を発動し、中国政府は米国及び EU に対し
て対抗措置を発動している。
　なお、2018 年我が国の不公正貿易報告書でも、本
SG 措置は取り上げられ、SG 措置の原則である「必要
最低限な措置」となっておらず、SG 措置の発動要件
である「事情の予見されなかった発展」の十分な説明
がないと報告している。

② 太陽電池セル・モジュール市場の状況
　世界の太陽電池セル・モジュール市場の状態を各国・
地域別に着目する。まず、太陽光発電設置容量で太陽

光発電市場の推移に着目すると、2007 年以降に欧州
で急速に市場が拡大したものの 2011 年以降には縮小
し、代わりに中国を始めとするアジア大洋州市場が拡
大している（第Ⅱ-2-3-2-18 図）。また、2016 年以降
には米国市場も拡大している 196。次に、太陽電池セル・

第Ⅱ-2-3-2-17 表　2012 年からの太陽電池セル・モジュールに対する措置の概要

資料：�米国政府公表資料等から作成。

経緯

1 回目の措置（2012 年の対中 AD/CVD 措置）：2011 年 11 月に USITC は、中国政府による補助金等によって太陽電池セル・モジュール
が廉価販売され、米国への輸入が急増し国内産業が損害を受けているとして、対中 AD/CVD 調査を開始。2012 年 3 月に調査報告を公表。
同 5 月に暫定 AD/CVD 課税開始。同 10 月に AD/CVD 課税の最終決定を公表。同 11 月に被害認定。同 12 月に措置を発動した。

2 回目の措置（2015 年の対中台 AD/CVD 措置）：1 回目措置の抜け穴になっていた中国企業の台湾を迂回した輸入急増に対して 2014
年 1 月に調査を開始。同 6 月に暫定 CVD 課税開始。同 7 月に暫定 AD 課税開始。同 12 月に AD/CVD の調査決定を公表。2015 年 1 月
に被害認定。2015 年 2 月に措置を発動した。

3 回目の措置（2018 年の SG措置）：2017 年 5 月に、過去 AD 等措置にもかかわらず輸入による国内産業の損害が継続しているとして
調査開始。同 11 月に調査結果をトランプ大統領に提出。2018 年 1 月に SG 措置決定の大統領令を発布。同 2 月に同措置を発動した。

請願者：2012 年と 2015 年の措置は SolarWorld 社（ドイツ資本の米国子会社、破産を経て 2018 年 10 月に米国企業に買収された）が
代表を務める米国太陽光パネルメーカー協会（CASM、会員企業数 6 社）。2018 年の措置は Suniva 社（中国資本の米国子会社）と So-
larWorld 社の 2 社が共同請願した。なお、業界団体は本措置に反対の立場。米国太陽光発電産業協会（SEIA）は、2018 年 2 月に 3 回
目の措置に対して①太陽光発電は、風力や天然ガスなど安価なエネルギー源との競争にさらされており、太陽光発電の価格の上昇は致
命的、② 4 年間の期限では米国国内に投資する企業はなく現在のように 8～9 割を輸入する状態が続く、③価格上昇によって米国太陽
光発電の競争力は失われ国内雇用 2.3 万人が失われると主張。

概要

対象品目：いずれの措置も対象品目は、太陽電池セル・モジュール、関連する発電機、充電器等である。除外品目として、薄型の太陽
光パネル、消費財に組み込まれた小型セルなどがある。

措置内容：
1 回目の措置は、18.29～249.96％の AD 課税、14.78％～15.97％の CVD 課税を追加課税した。なお AD と CVD の重複分を一律 10.54％
とし実際の課税額から控除される。原産国は、セル製造国とするため第 3 国から米国に輸出したとしてもセルの製造国が中国であれば
関税が賦課される。
2 回目の措置は、（1 回目の措置後に台湾産セル等を使った中国組立てモジュール等が急増したため）原産国をモジュール製造国に変更
等し、中国産に 26.71％～165.04％の AD 課税、27.64％～49.21％の CVD 課税に変更し、台湾産に 11.45％～27.55％の AD 課税を追加
課税（台湾産は CVD 課税なし）とした。
3 回目の措置は、2.5GW（注：2017 年輸入量の約 25％相当）を超える輸入額に対して 1 年目 30％から最終 4 年目 15％の追加課税とした。
また 2 回目の措置の AD/CVD 課税率を順次見直しており、2019 年 3 月現在、中国産に 15.74％～98.41％の AD 課税（暫定）、9.12％～
11.59％の CVD 課税、台湾産に 1.33％の AD 課税に変更している。なお対中製品は米国通商法 301 条の対象品目（25％）でもあり 2018
年 7 月から追加課税されている（よって対中対象品目は、2 回目、3 回目の措置と 301 条措置のトリプルで追加課税されている）。

対象国・適用除外：3 回目の措置については途上国が適用除外国。ただし輸入シェア 3％未満に限るため、タイとフィリピンは適用除
外の例外となる。途上国以外の国は対象国となる。

第Ⅱ-2-3-2-18 図　
世界の太陽光発電設置容量の推移（地域別）

資料：�Solar�Power�Europe�（2018）
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�
196�各地域の太陽光発電市場の拡大の契機となったのは、いずれも政府による補助政策が契機となっている。欧州では 2004 年にドイツで太陽

光発電の固定価格買取制度が始まったこと、中国では 2011 年に固定価格買取制度を導入したこと、米国では 2009 年にグリーン・ニューディー
ル政策を掲げ 2015 年に再生可能エネルギー導入（太陽光発電を含む）に対する減税が 2016 年末まで延長等されたことなどが挙げられる。
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モジュールの主要な輸出国の移り変わりを確認する。
太陽電池セル・モジュールの各国輸出額の合計は、
2011 年の約 900 億ドルをピークに急落し、600～700
億ドルの間で足下は低迷している。低迷の要因として
は、米国のみならず主要国間で AD 措置等を連鎖的
に発動し合ったこと 197 や最大の生産国かつ輸出国で
ある中国の国内市場が急拡大したことが影響している
と考えられる。中国は 1996 年に輸出額世界第 5 位に
浮上し、2008 年に第一位になって以降、第一位の地
位を維持している 198。その後、前述のように中国企
業は、マレーシア、ベトナム等海外での生産を拡大し
た（第Ⅱ-2-3-2-19 図）。

③ 措置発動国（米国）における貿易への影響
　米国の太陽電池セル・モジュール輸入額 199 の推移
に着目すると、2007 年頃から米国の輸入は増加傾向
に転じ、特に当時輸入の半数を占める中国からの輸入
が 2010 年から急増する（第Ⅱ-2-3-2-20 図、第Ⅱ-2-
3-2-21 図）。これに対して米国政府が 2012 年 12 月に
1 回目の措置を発動すると、2013 年には中国及び世界
の輸入額は減少する。しかし、2014 年には中国企業
等は台湾産セル等を中国で組立ててモジュールを輸出

する抜け道を利用するようになり 200、再びモジュー
ルの輸入額は増加に転じた。モジュールの中国シェア
は 1 回目の措置発動時には 10％近くまで減少したが、
その後 50％近くまで増加し、台湾のシェアを加える
と 60％を超えるようになった。このため、米国政府
は 2015 年 2 月に原産国の定義を、「セル生産国」から
「モジュール生産国」へと変更し、台湾を原産国の対
象に追加する形で 2 回目の措置を発動した。こうした
中、米国では再生可能エネルギー導入に対する減税は
2016 年末が最終年 201 であったため、駆込み需要に

第Ⅱ-2-3-2-19 図　
世界の太陽電池セル・モジュール輸出額の推移（国別・
積上グラフ）

備考：�「マレーシア、ベトナム等」は、中国企業が海外生産・提携生産を拡
大した、マレーシア、ベトナム、台湾、タイ、香港の 5 か国・地域。
セル・モジュールは HS854140 の輸入額とした。

資料：�Global�Trade�Atlas から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-20 図　
米国の対象品目輸入額の推移（世界・中国）

備考：�脚注 199 のセル・モジュールの輸入額。
資料：�Global�Trade�Atlas から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-21 図　
米国輸入額の推移（国別・100% 積上グラフ）

備考：�脚注 199 のセル・モジュールの輸入額。
資料：�Global�Trade�Atlas から作成。

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

（％）

その他その他

中国中国

マレーシアマレーシア

韓国韓国

ベトナムベトナム
タイタイ

台湾台湾

2018 年
適用開始
2018 年
適用開始

2015 年
適用開始
2015 年
適用開始

2012 年
適用開始
2012 年
適用開始

20182011 201720162015201420132012

�
197�太陽電池セル・モジュールについては、米国が 2011 年 11 月に対中 AD/CVD 措置の調査開始、2012 年 12 月に措置発動。EU は 2012 年 9

月及び 11 月に対中 AD/CVD 措置の調査開始、2013 年 6 月に暫定措置発動、同 12 月に措置発動。カナダとトルコが中国製モジュールに
対して 2015 年 7 月、2017 年 2 月に対中 AD 措置等を発動。これらに対し、中国は 2014 年 1 月と 2015 年 5 月にその材料となるポリシリ
コンに対米国・韓国 AD 暫定措置、対 EU AD 措置等を発動している。

198�執筆時点ではマレーシアの 2018 年データが公表されておらず、2017 年まで中国は 1 位。なお、2018 年はマレーシアに抜かれて中国が 2
位になる可能性がある。

199�HS コード 854140.60.20（モジュール）、854140.60.30（セル）等の輸入額。国別グラフはモジュールの影響を見るため、854140.60.20 等に
限定した。なお、2018 年 7 月から以前の 854140.60.20 が、854140.60.15 と 854140.60.35 に分割された。

200�脚注 198 参照のこと。
201�当時 2016 年末までの期限は、執筆時現在で 2019 年末までと延長された。
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よって国内の太陽光発電市場が急速に拡大し、2016
年に世界からの輸入は急増、輸入額は約 87 億ドルに
達した（一方で 2017 年は反動によって大幅に減少し
ている）（第Ⅱ-2-3-2-22 図）。国別でみると中国や台
湾からの輸入は月を追うごとに減少し、代わりに対象
国として指定されていないマレーシア、韓国、ベトナ
ム、タイといった国からの輸入が増加している。これ
は中国等の主要企業の製造工場立地の移り変わり（第
Ⅱ-2-3-2-23 表）とも符合し、中国企業等の迂回輸出に
よって輸入が増加したと考えられる。その後、米国は
2018 年 2 月に 3 回目の措置を発動した。その結果、
2018 年の輸入額は約 36 億ドルと 2016 年のピークか
ら半減した。国別では中国はほぼなくなり、マレーシ
ア、韓国、ベトナムがシェアを伸ばすも金額ベースで
は発動時に大きく減少した。

第Ⅱ-2-3-2-22 図　
米国の太陽電池発電設置容量の推移

資料：�USITC�（2019 年 3 月）から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-23 表　主要企業の製造拠点の拡大

資料：�各社 HP や報道から作成。

米国 カナダ 中国 マレーシア フィリピン インドネシア ベトナム タイ ドイツ ポルトガル メキシコ 南アフリカ インド

JA�ソーラー社 中国 〇
揚州（2009 起工）

〇
（2015）

〇
バクザン

（2016起工）

通威
Tongwei� 中国

〇
合肥（2013）、
成都（2015）

〇
（2017）

〇
（2016）

トリナ・ソーラー�社 中国

〇
合肥（2016）、

湖北仙桃（2015）、
塩城（2017）、等

〇
（2015）
マレーシア
現地会社と

協力

〇

ハンファQ セル社 韓国

〇
ジョージア

工場
2019 竣工

予定

〇
江蘇省工場を閉鎖

（2017）

〇
（2014 工場
建設予定）

ジンコソーラー社 中国
〇

フロリダ
工場建設中

〇
江西省、
浙江省、

新疆ウイグル自治区

〇
（2015） 〇 〇

隆基緑能科技
LONGi� 中国

〇
銀川（2009）、
無錫（2010）、

楚雄（2015 署名）、
保山（2016 署名）、
麗江（2016 署名）

等

〇
クチン

（2018）

〇
アンドラプ
ラデシュ州

カンディアンソーラー社 加／中
〇

オンタリオ
主力工場

〇
中国国内は2016 末
に合計 4.1GW を追加
する予定で、海外の
キャパシティーは
1.53GW を追加する
予定

〇
（2016）

〇
（2016）

ファースト・ソーラー社 米国 〇
オハイオ州

〇
張家港（2015）、

徐州等

〇
クリムハイ
テクパーク
（2008）

〇
ホーチミン
（2018）

〇
フランクフルト

（2012 年操業停止）

ライセンエネルギー社� 中国

〇
寧波、落陽、
江西九江、　

鳥海（2015 署名）

〇

インリーソーラー社 中国

〇
海南海口（2009）、

天津（2011）、
衡水（2012）�等

サンパワー社 米国

〇
ソーラー

ワールド社
を買収

〇
AUO 合弁
電池工場

（2010建設中）

〇
（2016年閉鎖）
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④ �措置発動国（米国）の太陽光メーカーにおける価格、
雇用、株価等への影響

　次に米国での物価、雇用、株価などの影響をみる。
米国エネルギー省傘下の国家再生エネルギー研究所に
よれば、米国の太陽電池モジュールの価格は世界価格
と比べて割高であったものの、輸入のピークを迎えた
2016 年に大きく下落し、米国価格（0.39 ドル / ワッ
ト202）はグローバル価格（0.37 ドル / ワット）に最も
接近した（第Ⅱ-2-3-2-24 図）。しかし 2016 年の減税
駆込み需要の反動で 2017 年に設置容量が減少し、輸
入が減少した 2017 年第 1 四半期を境に米国価格は上
昇基調に転じる。一方で、グローバル価格はその後も
下落しており、その差は 2018 年第 1 四半期で 0.17 ド
ル / ワットと、1.5 倍に膨れ上がった。また 2017 年～
2018 年の米国・EU 市場における推移については、
データの制約から類似価格のものになるが、米国では
3 回目の措置に向けた調査開始以降、太陽光価格は横
ばいで推移している一方で EU では下落していること
から、米国における価格が措置の効果によって世界的
なトレンドに比して下がっていない可能性がある（第
Ⅱ-2-3-2-24 図 203、第Ⅱ-2-3-2-25 図）。
　次に、米国の太陽電池企業の雇用と業績に着目する。
USITC のレポート 204 によると、2011 年からの輸入
急増によって米国セル・モジュール生産者は壊滅的な
打撃を受けており、2016 年には供給量に占める国内
生産量のシェアは 4.6％に低下した（第Ⅱ-2-3-2-26
図）。同レポートによれば、40 社について調査を行っ
た結果、米国内で 2012 年から 2017 年前半にかけて

28 工場が閉鎖しており、米国国内メーカーへの打撃
の大きさがうかがわれる。
　3 回目の措置後には、措置の発動後に増産や新工場

第Ⅱ-2-3-2-24 図　
米国と世界の太陽電池モジュールの価格推移

資料：�National�Renewable�Energy�Laboratory�（2018）から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-25 図　
米国及び EU の太陽電池モジュール価格の推移（上：
米国、下：EU）

資料：�pvXchange.com が公表する指標から作成。

資料：�Bloomberg から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-26 図　
米国の太陽電池セル・モジュールの国内生産量と輸入量
の推移

資料：�USITC�（2017）から作成。
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�
202�1 ワット発電するのに必要な太陽光モジュールの単価。
203�National Renewable Energy Laboratory （2018）.
204�USITC （2017）.
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を発表した企業がある一方で、措置の発動にも関わら
ず、業績が回復することなく倒産した企業も存在する
（第Ⅱ-2-3-2-27 表）。
　2018 年の米国メーカーの業績を、国内生産を増強
したとされるファーストソーラー社と、海外生産拠点
も有するサンパワー社について見てみると、両社とも
に雇用者数は減少から横ばいに転じたものの、売上高
は減少した。また、ファーストソーラー社の純利益は
0 近傍で大きな増減はないが、サンパワー社は赤字で
推移している（第Ⅱ-2-3-2-28 図、第Ⅱ-2-3-2-29 図、
第Ⅱ-2-3-2-30 図）。このように、SG 措置によって保
護されたはずの米国メーカーであっても、2018 年の
時点においては、業績の改善が見られない。

⑤ 措置発動国（米国）の川下産業への影響
　太陽光メーカーにおける川下産業は、主に太陽光パネ
ルの設置・プロジェクト管理会社であるが、太陽光モ
ジュールの価格が措置の発動によって、当初の予定に反
して下がらなかったがために、多くの企業がコスト増に
よる新規採用中止やプロジェクト凍結などの負の影響を
報告している（第Ⅱ-2-3-2-31 表）。

第Ⅱ-2-3-2-27 表　SG 措置によるメーカーへの影響

資料：�各種報道から作成。

企業 日付 出来事・対応

メ
ー
カ
ー

サンパワー社
（米国）

2018/1/29

同社の太陽光パネルの大半を
フィリピンとメキシコで生産し
ていることから、アメリカの工
場拡張に伴う 2000 億ドルの投
資計画を延期。米国で人員削減
を検討。

2018/5/3

アメリカ国内でパネルを生産し
ているソーラーワールド（海外
メーカーに価格で太刀打ちでき
ず、2017 年には 2 度も破産申
請した）を買収。

2018/5/30 オレゴン州での生産を増やすと
発表

ファーストソーラー社
（米国） 2018/5/30

オハイオ州での生産を増やすと
発表
アメリカ国内に 4 億ドルかけて
オハイオ州に新工場建設を決
定。新工場によって同社の国内
生産能力は 3 倍に。

サニバ社
（中国資本の米子会社） 2018/6/21 SG 措置が発動したが、会社の

業績は上昇せず、倒産。

第Ⅱ-2-3-2-28 図　
米国モジュールメーカー労働者数の推移

備考：�各年末の従業員数。
資料：�Osiris から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-29 図　
米国モジュールメーカー売上高の推移

資料：�WIND から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-30 図　
米国モジュールメーカー純利益の推移

資料：�WIND から作成。
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第Ⅱ-2-3-2-31 表　
SG 措置による設置プロジェクト管理企業への影響

資料：�各種報道から作成。

企業 日付 出来事・対応

設
置
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理

マッカーシービルディ
ングカンパニー社
( 米国 )

2018/6/9 年内に予定していた約 1,200 人
の採用計画を半分に圧縮。

パインゲイトリニュー
アブルス社
( 米国 )

2018/6/9

現従業員 85人の会社だが、関税
が上がる前に十分な在庫を確保で
きなかったため、30 人予定してい
た正社員の新規採用を取止めた。

サイプレスクリークリ
ニューアブルス社
( 米国 )

2018/6/9
輸入制限によるコスト増で採算が
取れなくなったため、15 億ドル相
当のプロジェクトを凍結した。

サザンカレント社
( 米国 ) 2018/6/9

サウスカロライナ州などで約 10
億ドル相当のプロジェクトを凍
結した。
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　川 下 産 業 の 雇 用 に つ い て、 米 業 界 団 体 Solar 
Foundation の統計によれば 2018 年に設置・プロジェ
クト管理で業界内で最大の 1.0 万人減少しており、前
述したように本措置によって裨益を受けるはずの製造
でも 0.3 万人が減少した（前年比▲ 8.6％減）結果、
業界全体では 1.9 万人の雇用が失われた（同▲ 7.6％
減）（第Ⅱ-2-3-2-32 表）。
　また、報道等 206によると、セル・モジュールメーカー
による新規設備投資は 10 億ドル程度に止まると見込ま
れる一方で、措置発動によって建設コストが 10％押し上
げられたことから、米国内の太陽光発電設置の大規模プ
ロジェクトが凍結され、その総額は 25 億ドル 207に上っ

たとされており、太陽光発電投資への米国内の社会総余
剰は 15 億ドルのマイナスとなるとしている 208。

⑥ 措置の他国への影響
　米国の当該措置発動後、鉄鋼 SG の際と同様に、多く
の国が AD/CVD 措置や SG 措置の調査を開始した。
2011 年 11 月に米国が調査を開始すると、EU（2012 年 9
月）、インド（2012 年 11 月）、豪州（2014 年 5 月）、カナ
ダ（2014 年 12 月）が次々と太陽電池セル・モジュール
に対して対中 AD 調査等を開始した。また、EU は 2013
年 8 月に民間ベースの EU・中国間の輸出価格約束を締
結した（2018 年 9 月終了）。その他、カナダ（2015 年 7 月）、
トルコ（2017 年 2 月）が、相次いで対中 AD 措置等を発
動した。これらに対し、中国は、2013 年に太陽電池セル
の原料となるポリシリコンに対して対米国・韓国・EU に
対してそれぞれ AD 措置等を発動した。
　上記でみたように、グローバル価格は下落傾向であっ
たものの、主要な輸出国である中国、米国、EU を巻き
込んだ関税措置の応酬は、これらの AD/CVD 課税率が
100％を超える場合があったことを考慮すれば、価格へも
一定の影響を与えて、世界の川下産業や消費者にマイナ
スの影響を及ぼした可能性も考えられる。

　前項では、過去に発動された関税引上げ措置の影響
を見てきたが、本項では、2018 年 3 月から始まった
通商拡大法 232 条及び通商法 301 条に係る措置につい
て、それぞれの経済的影響を俯瞰する。複雑な GVC
が組まれている現代においては、貿易制限的措置が及
ぼす経済的影響の全容を知るのは困難を極める。しか
し、前項までに論じたとおり、関税引上げ措置は、措
置の被発動国のみならず、貿易障壁を設けた措置発動
国自身の企業や消費者にも損失を生じさせ、さらには
当事国以外にも波及的な影響を与えることとなり、市

場を歪めるおそれがあると考えられる。

（1）�通商拡大法 232 条に基づく鉄鋼・アルミニウ
ムへの関税賦課措置の影響

① 措置概要
　措置の概要については、第 1 節で既述しているので
詳細は省くが、米国の措置発動の流れを図にまとめた
ものが第Ⅱ-2-3-3-1 図、米国の措置とそれに対する主
要 5 か国 210 の対抗措置の規模を比較したのが第Ⅱ-2-
3-3-2 図である。

3．足下の貿易制限的措置（米国通商拡大法232条関連、通商法301条関連）の世界経済への影響 209

第Ⅱ-2-3-2-32 表　
太陽光発電の各分野の労働者数の推移 205

資料：�米国業界団体 Solar�Foundation の雇用調査から作成

（単位：万人）

2016 2017 2018 17-18
差

前年比
2016 2017 2018

設置・プロジェクト管理 17.2 16.5 15.5 -1.0 20.5% -3.7% -6.1%
製造 3.8 3.7 3.4 -0.3 25.9% -3.2% -8.6%
卸売・配達 3.2 3.1 2.9 -0.2 31.9% -3.8% -5.4%
その他 1.8 1.7 1.3 -0.4 54.7% -5.3% -24.5%
合計 26.0 25.0 23.1 -1.9 24.5% -3.8% -7.6%

�
205�The Solar Foundation （2018）.
206�ロイター（2018 年 6 月）https://jp.reuters.com/article/us-trump-effect-solar-insight-idJPKCN1J40T1
207�米国太陽光エネルギー産業協会（SEIA）によると 2017 年の大規模プロジェクトは総額 68 億ドル程度とされ、25 億ドルは 3 分の 1 以上

に当たる。
208�一方で、USITC（2019）によれば、公開情報をソースとして措置発動以降の 6 社が 2018 年 11 月、2019 年初頭、2019 年中に主にモジュー

ル製造工程の新設計画を発表し、製造容量が合計 3,100 メガワットに達するとした。2018 年の設置容量が 1 万メガワットであることを考
えれば相当な設置容量であり、今後メーカーを中心に、生産者余剰が増加する可能性もあり得る点には留意が必要である。

209�本項は、2019 年 4 月時点（貿易データは 3 月時点）で把握可能な情報で整理した。
210�米国の措置に対しては、EU、カナダ、メキシコ、中国、ロシア、トルコの 6ヵ国・地域が対抗措置を発動しているが、トルコは国内産業

保護や貿易赤字の縮小を目的に対抗措置以外にも追加関税措置を実施していることから、本項ではトルコを除く 5ヵ国・地域について分
析を行う。また、米国政府公表資料においては、HTS（Harmonized Tariff Schedule）と記載されているところ、対応する Global Trade 
Atlas の HS（Harmonized System）コードに基づき集計。
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② 関税賦課の対象品目における米国輸入額の推移
　232 条に基づく関税賦課対象品目に係る米国の輸入
量は措置発動後の価格ベースで前年比▲ 6.3％、数量
ベースで同▲ 16.7％と大きく減少している（第Ⅱ-2-
3-3-3 表）。年ベースで見ても、鉄鋼の輸入量は 2018
年には前年比▲ 11％、アルミニウムは同▲ 13％となっ
ている。一方、輸入額は、発動後に減少はしているも
のの、年ベースではかろうじて前年比微増にとどまっ
ている。鉄鋼・アルミニウムいずれも輸入数量に比し
て輸入額の減少が小さかったことを示しており、発動
後に単価が高い高付加価値品の輸入割合が増加してい
る可能性も考えられる（第Ⅱ-2-3-3-4 表）。
　また、当該措置に対する各国の対抗措置が貿易額に
与える影響を見ると、対抗措置により追加関税が課さ
れた品目に関する米国の輸出額は 5 か国・地域平均で
▲ 19.7％と大きく減少していることが分かる（第Ⅱ-2-
3-3-5 表）。

③ 米国産業界への影響
　2018 年における米国内の鉄鋼生産量は前年に比べ
6％、540 万トン増加し、輸入量は前年比で 374 万ト
ン減少したが、鉄鋼生産量 8,660 万トン及び輸入量
3,080 万トンから見れば、影響は軽微なものといえ
る 211。
　価格について、代表的なベンチマークである熱間圧
延コイル（HRC）のマーケット価格を見てみる。米
国の鉄鋼価格は、元々他地域に比べて高値をつけてき
たが、措置発動後に一時期にはトン当たり 1,000 ドル
近くまで上がった一方、他地域は横ばいで推移したこ
とから、価格差は最大 1.5 倍以上にまで広がった（第
Ⅱ-2-3-3-6 図）。また、第Ⅱ-2-3-3-7 図にあるとおり、
対象品目の輸入単価（関税賦課前の価格）は措置発動
後に上がっているが、対象品目ではない鉄鋼・アルミ
ニウムは、2002 年の鉄鋼セーフガード時のように値
上がりする動きは見受けられない。こうした鉄鋼価格
の上昇等により、米国の主要な鉄鋼メーカーの業績は、
232 条の調査及び措置発動後に伸びており、工場の新
規建設等の投資発表も行われたほか、最大手のニュー
コア社やスチールダイナミクス社ではそれぞれ 400
人、230 人の新規雇用も発表している。また US スチー
ル社の 2018 年の利益は 11 億ドルと、前年（3.9 億ドル）
に比べて 3 倍近くまで伸びている（第Ⅱ-2-3-3-8 図、

第Ⅱ-2-3-3-1 図　
米国 232 条措置発動の流れ（2017 年ベース）

備考：�米国の対象品目輸入額（2017 年）を鉄鋼 / アルミニウム別、発動日
別に分け積上グラフ化した。2019 年 4 月時点で把握可能な情報で整
理した。

資料：�米国政府公表を基に Global�Trade�Atlas より作成。
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鉄鋼
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アルミニウム 

総額：174 億ドル

第Ⅱ-2-3-3-2 図　
米国 232 条措置と対抗措置の規模（2017 年輸入額ベース）

備考：�グラフ左の米国は報復国（主要国 5 か国・地域）からの、グラフ右
の報復国は米国からの報復措置の、対象品目の輸入額（2017 年ベー
ス）を積上グラフとして示した。なお EU の Annex Ⅱ（2021 年 3 月
等に発動予定のリスト）は除いた。2019 年 4 月時点で把握可能な情
報で整理した。

資料：�各国政府公表資料、Global�Trade�Atlas より作成。
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ロシア その他の国

第Ⅱ-2-3-3-3 表　
米国の対象品目輸入額及び輸入量推移

備考：�米国の発動から 2018 年末までの対被発動国輸入。被発動国は、追
加関税又は輸入数量割当のいずれかの被発動国で除外国である豪州
を除くすべての国。2019 年 4 月時点で把握可能な情報で整理した。

資料：�各国政府公表資料、Global�Trade�Atlas から作成。

対象品目輸入量／額

2017 年
右と同期間

2018 年
発動月 ~年末

2018 年対象期間
前年同期比

価格ベース
（10 億ドル）
被発動国合計

31.4 29.4 -6.3%

数量ベース
（100 万ｔ）
被発動国合計

28.3 23.5 -16.7%

�
211�USDOC （2019）.
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第Ⅱ-2-3-3-4 表　対象品目（鉄鋼・アルミニウム製品）に係る米国の輸入額及び輸入量

備考：１．�【適用除外について】韓国、ブラジル：鉄鋼について輸入数量割当について追加関税措置を免除されている。
　　　　　�アルゼンチン：輸入数量割当により、追加関税措置を免除されている。豪州：追加関税措置を免除されている。
　　　２．�【EU28 の輸入量】輸入量データについては、Global�Trade�Atlas では、EU28ヵ国の合計値が取得できなかったため、「-」として表示している。
　　　３．�グレーの網掛けは、米国による 232 条による措置の適用除外が設けられている国・品目。
　　　４．�2019 年 4 月時点で把握可能な情報で整理した。
資料：�各国政府公表資料、Global�Trade�Atlas から作成。

相手国 輸入額（億ドル）
／輸入量（万トン）

対象品目輸入 米国輸入に占める割合
鉄鋼 アルミニウム 前年比 鉄鋼 アルミニウム

2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 鉄鋼 アルミニウム 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年

世界
輸入額 290.3 295.2 174.0 175.9 2% 1% 100% 100% 100% 100%
輸入量 3,455 3,080 696 608 -11% -13% 100% 100% 100% 100%

EU28
輸入額 59.9 65.6 12.5 16.4 9% 32% 21% 22% 7% 9%
輸入量 - - - - - - - - - -

カナダ
輸入額 52.0 56.0 70.4 67.5 8% -4% 18% 19% 40% 38%
輸入量 579 572 297 250 -1% -16% 17% 19% 43% 41%

メキシコ
輸入額 24.9 30.0 2.6 2.5 20% -5% 9% 10% 2% 1%
輸入量 315 344 7 6 9% -10% 9% 11% 1% 1%

日本
輸入額 16.6 16.6 2.5 3.5 -0% 39% 6% 6% 1% 2%
輸入量 173 138 3 5 -20% 33% 5% 4% 0% 1%

ロシア
輸入額 14.1 13.9 16.0 9.3 -2% -42% 5% 5% 9% 5%
輸入量 281 230 76 39 -18% -49% 8% 7% 11% 6%

中国
輸入額 10.1 9.1 18.4 11.1 -10% -40% 3% 3% 11% 6%
輸入量 76 64 63 33 -16% -47% 2% 2% 9% 5%

トルコ
輸入額 11.9 7.8 0.5 1.6 -35% 213% 4% 3% 0% 1%
輸入量 199 106 2 5 -47% 207% 6% 3% 0% 1%

インド
輸入額 7.6 3.9 3.8 6.0 -49% 58% 3% 1% 2% 3%
輸入量 75 28 17 24 -63% 40% 2% 1% 2% 4%

豪州
輸入額 2.1 2.4 2.1 3.4 14% 58% 1% 1% 1% 2%
輸入量 28 27 10 14 -6% 41% 1% 1% 1% 2%

アルゼンチン
輸入額 2.2 2.2 5.5 4.4 -0% -19% 1% 1% 3% 3%
輸入量 21 17 26 18 -19% -33% 1% 1% 4% 3%

ブラジル
輸入額 24.5 26.0 1.4 1.9 6% 37% 8% 9% 1% 1%
輸入量 69 101 3 2 45% -7% 2% 3% 0% 0%

韓国
輸入額 27.9 23.6 1.1 2.5 -15% 121% 10% 8% 1% 1%
輸入量 341 251 3 7 -26% 92% 10% 8% 0% 1%

第Ⅱ-2-3-3-5 表　
対抗措置対象品目に係る米国からの輸入額（各国の措置
発動後から 2018 年末までの期間を前年同期比較したもの）

備考：�2019 年 4 月時点で把握可能な情報で整理した。
資料：�各国政府公表資料、Global�Trade�Atlas から作成。

対象品目輸入額（10億ドル）

2017 年
右と同期間

2018 年
発動月 ~年末

2018 年対象期間
前年同期比

5 カ国計 12.8 10.3 -19.7%
EU 1.9 1.4 -23.8%
カナダ 6.2 5.2 -17.3%
メキシコ 2.1 2.0 -6.1%
中国 2.4 1.6 -33.3%
ロシア 0.2 0.1 -44.0%

第Ⅱ-2-3-3-6 図　
主な地域における鉄鋼（熱間圧延コイル）のマーケッ
ト価格の推移

資料：�Bloomberg より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-9 表）。
　一方で、前節の過去の鉄鋼 SG に関する分析でも見
られたように、こうした鉄鋼価格の上昇は、鉄鋼を原
材料として使用する川下産業にとってはコスト上昇に
繋がる。鉄は「産業のコメ」とも言われ、価格上昇は
製造業を中心に幅広い産業に悪影響を与える。米国の
主要自動車メーカーであるフォード・モーター社は、
関税賦課や鉄鋼価格の上昇により約 10 億ドルの利益
が失われるとして、貿易紛争の早急な解決を訴えてい
る 212。また、米国民間シンクタンクは、関税措置に
よる企業の税引き前利益の押し上げ効果は 24 億ドル、
創出される雇用は 8,700 人であるが、このために川下

産業の鉄鋼ユーザーが被る負担は 56 億ドルで、米国
全体ではマイナスの影響があり、一人分の雇用を創出
するのに 65 万ドルのコストがかかっていることにな
ると試算している 213。

④ 他国への波及的な影響（EUへの鉄鋼流入の例）
　前述したとおり措置の発動後、米国の鉄鋼の輸入量
は大きく減少した。一方で輸出先を失った海外製品が、
他国市場に流入していると見られる現象も観察されて
いる。その一例として、措置発動以降の米国及び EU
の鉄鋼（フラットロール製品、HS7208～7212）の輸
入の推移に着目する（第Ⅱ-2-3-3-10 図）。

第Ⅱ-2-3-3-7 図　
米国における対象品目の輸入単価の推移（フィッシャー
指数）

備考：�HS コード 6 桁ベースで、対象品目と HS72 類、73 類、76 類で非対
象になった品目（非対象品目）をフィッシャー指数を用いてグラフ化。
2015 年平均 =100 とした。

資料：�米国政府資料、Global�Trade�Atlas より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-8 図　
米主要鉄鋼メーカーの業績（純利益（GAAP））

資料：�Bloomberg より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-9 表　米主要鉄鋼メーカーの決算時発表に対する報道

資料：�各種報道より作成。

企業 報道等

ニューコア社

輸入関税によって 18 年 Q4 は予想を上回る結果となった。鋼板価格の下落にも拘わら
ず、19 年 Q1 の予想も強気。

関税による下支えを背景に 13.5 億ドルの厚板工場の建設を発表。22 年から稼働、400
人を雇用予定。

US スチール社

関税の恩恵で増益となったが市場予想を下回った、18 年の利益は 11億ドルと昨年の
3.9 億ドルの 3倍近い。

鉄鋼の町イリノイ州グラニットシティで生産を増やし、3 億ドルの自社株買いを実施、
また、エネルギー業界を中心に売上を伸ばしている。

スチールダイナミクス社 18 年 Q4 は Q3 からは減速するも好調。米南西部に 17～18 億ドル規模の圧延鋼板ミル
の建設を予定。21 年から稼働予定で 600 人の雇用を創出。

AK スチール社

クレディスイス、モルガンスタンレーなどは目標価格を引き下げている。

コスト削減、効率化等のため稼働率の低いケンタッキー州の高炉閉鎖を発表。230 人の
雇用に影響。

�
212�フォードの 2018 年の売上げは 1603.4 億ドル（2017 年 1567.8 億ドル）と増加した一方、利益は対前年比 52.5％減の 36.8 億ドル（2017 年

77.3 億ドル）となっており、利益が大きく減少した。北米以外の市場での販売不振が大きな要因とされている。
213�Gary Clyde Hufbauer and Euijin Jung （2018）.

230 2019 White Paper on International Economy and Trade

第２章 自由貿易に迫る危機と新たな国際秩序の必要性



　米国、EU、及びその他世界のフラットロール製品
の輸入額の月次推移を見ると、2018 年 5 月まではそ
れぞれが同様のトレンドで動いていたものの、6 月以
降は、米国と EU が大きく異なる動きを見せている。
米国においては前年同月差で、最大で 200 億ドル程度
減少する一方、EU 輸入は、対前年同月差で、最大
350 億ドル増加し、世界トレンドとの比較においても
大きく上回った。
　米国と EU のフラットロール製品輸入額の前年同月
比における国別寄与度に着目すると、特にトルコ、ロ
シア、中国の 3ヶ国の寄与度に米国と EU で逆方向の
トレンドが見られる。米国では当該 3ヵ国からの輸入
が大幅に減少した一方で、EU ではこれらの国からの
輸入が急増しており、米国向けに輸出されるはずで
あった鉄鋼が、EU 向けに振り替えられた可能性があ
る。特にトルコ産製品については前年同月比で、EU
の輸入を 10％程度押し上げるほど増加した（第Ⅱ-2-
3-3-11 図、第Ⅱ-2-3-3-12 図）。
　米国の 232 条措置の波及的な影響によるこのような
流入によって国内鉄鋼産業が悪影響を受けることを避
けるべく、EU は 2018 年 7 月に暫定セーフガード措
置を発動し、翌 2 月には確定措置を発動している。本
事例は、まさに米国による貿易制限的措置の影響が第
三国に波及し、市場を歪めた例といえるだろう。

（2）通商法 301 条に基づく関税賦課措置の影響
① 米国の措置による貿易への影響
　米国の通商法 301 条に基づく追加関税は、第 1 節で

既述のとおり、2018 年に 3 段階に分けて順次発動さ
れた。追加関税の対象品目は 6,842 品目に上り、2017
年の米国の中国からの輸入額 5,050 億ドルの約 5 割に
相当する。
　第 1 弾の措置については、2018 年 6 月 15 日に公表
された対象品目リストに基づき、同 7 月 6 日から
25％の追加関税が課されている。産業機械、自動車、
情報通信機器、半導体 214、航空機・宇宙機などの合
計 818 品目が対象であり、2017 年の貿易統計によれば、
合計約 340 億ドル規模の措置である。第Ⅱ-2-3-3-13
表は、対象品目リストに記載の HTS 215 8 桁ベースで
集計 216 を行った上で、HS2 桁ベースで整理したもの
である（第 2 弾、第 3 弾の集計方法も同様）。第 1 弾

第Ⅱ-2-3-3-10 図　
米国・EU の鉄鋼輸入額の推移（前年同月差：億ドル）

備考：�世界トレンドは、2～5 月の平均が EU、米国と一致するように調整
したもの。

資料：�Global�Trade�Atlas より作成（フラットロール製品、HS7208～7212）。
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第Ⅱ-2-3-3-11 図　
米国のフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与
度（前年同月比）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-12 図　
EU のフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与度
（前年同月比）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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の措置においては、2018 年は輸入額の大きい順に、
一般機械で前年比▲ 3.2％、電気機器で同▲ 12.2％、
光学機器で同▲ 2.6％など、全体で▲ 5.9％の減少がみ
られた（第Ⅱ-2-3-3-13 表①）。さらに、2018 年 1 月
以降の第 1 弾措置対象品目の中国からの輸入額の前年
比伸び率と、中国からの全ての輸入額の前年比伸び率
を比較したものが第Ⅱ-2-3-3-14 図である（第 2 弾、
第 3 弾の集計方法も同様）。これによれば、追加関税

措置発動が示唆 217 された 4 月から追加関税発動前の
6 月にかけては前年を上回る輸入額で推移している一
方、措置が発動された 7 月以降は、前年度を下回る輸
入額で推移しており、年末にかけて前年比伸び率のマ
イナス幅は拡大している。2018 年 12 月には、第 1 弾
対象品目の中国からの輸入額は前年比 72％（前年比：
▲ 28％）となった（第Ⅱ-2-3-3-14 図-①）。
　第 2 弾の措置については、第 1 弾と同様、6 月 15

第Ⅱ-2-3-3-13 表　通商法 301 条対象品目の中国からの米国の輸入額（品目別）

備考：�米国商務省統計に基づき、10 桁ベースで対象品目輸入額を集計の上、2 桁に整理したもの。
資料：�Global�Trade�Atlas から作成。

2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 1弾（25％の追加関税）

総計 32,236 30,339 -5.9-5.9 818

84 15,77915,779 15,27215,272 -3.2 417

85 9,6129,612 8,4368,436 -12.2 186

90 4,443 4,328 -2.6 129

87 1,734 1,569 -9.5 41

88 507 550 8.58.5 15

― 161 184 14.314.3 30

HS
2 桁

一般機械

電気機器

その他

航空機、宇宙機

自動車等

光学機器、精密機器

伸び率
（％） 2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 2弾（25％の追加関税）

①第 1弾 ②第 2弾

総計 279

85 36

― 44

HS
2 桁

電気機器

一般機械

その他

光学機器、精密機器

鉄鋼製品

13,682 14,674 7.37.3

7,5047,504 7,8067,806 4.0

39 2,152 2,379 10.5

84 2,024 2,186 8.0

73 883 900 1.9

90 597 631 5.7

522 772 47.947.9

146

31

6

16

プラスチック

伸び率
（％）

2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 3弾パート 1（10％の追加関税）

③第 3弾

総計 5,734

84 196

HS
2 桁

一般機械

家具

鉄鋼製品

自動車等

160,133 182,460 13.913.9

電気機器

プラスチック

皮革製品

ゴム

木材等

卑金属製品

紙

有機化学品

ガラス

卑金属製の工具等

医療用品

精油、レジノイド等

石、プラスター、セメント等

帽子

光学機器、精密機器

その他

90

― 12,789 14,701 15.0 2,747

野菜等

37,66037,660 43,28843,288 14.9

85 25,45025,450 29,09629,096 14.3 212

94 22,88722,887 25,31525,315 10.6 68

87 11,637 13,733 18.018.0 125

73 7,693 9,158 19.019.0 134

42 7,330 7,407 1.1 86

39 5,635 7,176 27.327.3 53

83 3,288 3,695 12.4 36

40 3,187 3,764 18.118.1 143

44 3,134 3,015 -3.8 180

48 2,973 3,280 10.3 222

82 2,924 3,470 18.718.7 94

29 2,817 3,665 30.130.1 692

70 2,457 2,778 13.1 149

68 1,948 2,184 12.1 65

30 1,601 1,654 3.3 264

33 1,336 1,367 2.3 25

65 1,234 1,320 7.0 26

20 1,153 1,262 9.5 146

1,000 1,132 13.2 71

伸び率
（％） 2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 3弾パート 2（10％の追加関税）

総計 11

85 1

HS
2 桁

電気機器

有機化学品

家具94 9

29 1

29,616 30,424

22,93522,935 23,48323,483

6,282 6,476

399 465

2.72.7

2.4

3.1

16.516.5

伸び率
（％）

�
215�米国政府公表資料においては、HTS（Harmonized Tariff Schedule）と記載されているところ、対応する Global Trade Atlas の HS

（Harmonized System）コードに基づき集計。
216�対象品目リストは、HTS8 桁で大括りの対象品目が記載されており、個別に除外の対象となる品目については、HTS10 桁の品目番号や除

外の対象となる品目の特徴が詳細に記載された形となっているが、本分析においては、全ての除外品目について統計上網羅的に集計する
ことが困難であったため、HTS8 桁ベースでの集計とした。

217�米国政府は 4 月 3 日に約 500 億ドル規模の追加関税リストを公表している。
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日に対象品目リストが公表され、8 月 7 日に最終版リ
ストが確定し、8 月 23 日から 25％の追加関税が課さ
れている。半導体、産業機械など、合計 279 品目が対
象であり、2017 年の貿易統計によれば、合計約 160
億ドル規模の措置である。2018 年の第 2 弾対象措置
の輸入額は全体で +7.3％の増加となっている（第Ⅱ-2-3 
-3-13 表-②）。ここで、2018 年 1 月以降の第 2 弾措置
対象品目の中国からの輸入額の前年比伸び率と、中国
からの全ての輸入額の前年比伸び率を比較すると、対
象品目リストの公表があった 6 月から発動前の 8 月に
かけて輸入額が急増しており、ピークの 7 月には前年
比 +41％を記録している（第Ⅱ-2-3-3-14 図-②）。一
方で、同図 14-②の 9 月以降の輸入額は、第 1 弾と同
様、追加関税の影響とみられる輸入額伸び率の大幅な
減少（9 月は前年比：▲ 14％、12 月には同▲ 29％ま
でマイナス幅が拡大）がみられ、関税発動前の駆け込
み需要分が 2018 年の年間の輸入額の伸びに貢献して
いることが分かる。
　第 3 弾の措置については、4 月 5 日に 1,000 億ドル
の追加関税賦課について検討の指示があり、6 月 18
日には検討規模が 2,000 億ドルに拡大した。9 月 17 日
には、産業機械、鉄鋼製品、食品、帽子などの 5,745
の対象品目（2,000 億ドル規模）について 10％の追加
関税が賦課されることが発表され、9 月 24 日から発
動されている。第 3 弾についても、措置の検討の初期
段階にあたる 5 月から、措置が発動される 9 月までの
間、駆け込み需要とみられる輸入額の増加があったこ
とを背景に（第Ⅱ-2-3-3-14 図-③）、2018 年の対象品
目の輸入額は前年比で増加している（第Ⅱ-2-3-3-13
表-③）。対象品目リストはパート 1 とパート 2 に分か
れており、パート 1 について前年比 +13.9％、パート
2 について前年比 +2.7％であった（第Ⅱ-2-3-3-13 表-
③）218。このように、第 3 弾の措置の影響とみられる
輸入額の減少は観察されず、米国の対中輸入額全体と
比較しても、むしろ全体よりも第 3 弾措置の対象品目
の伸び率の方が、ほぼどの月においても高い傾向にあ
ることが示されている（第Ⅱ-2-3-3-14 図-③）。

② 中国の対抗措置による貿易への影響
　米国側の措置を受けて、中国からも、米国側の 3 度
にわたる追加発動措置の発動日とそれぞれ同日に、米
国からの輸入に対する追加関税措置が賦課されてい

る。追加関税の対象品目は、6,085 品目に上り、2017
年の中国の米国からの輸入額 1,300 億ドルの約 8 割に
相当する。上記①米国側措置の集計方法と同様に、中
国国務院税則委員会から公表されている対象品目リス
ト（HS8 桁ベース）について、中国側の輸入統計を
基に分析を行った。

第Ⅱ-2-3-3-14 図　
通商法 301 条対象品目の中国からの米国の輸入額推移
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②第 2弾

備考：�米国商務省統計に基づき、10 桁ベースで対象品目輸入額を集計の上、
2 桁に整理したもの。2019 年 4 月時点（貿易データは 3 月時点）で
把握可能な情報で整理した。

資料：�Global�Trade�Atlas から作成。
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�
218�第三弾対象品目リスト（https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Tariff%20List-09.17.18.pdf）
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　第 1 弾の措置は、大豆、豚肉、小麦、自動車などの
545 品目（2017 年対米輸入額：約 340 億ドル）につい
て、25％の追加関税を賦課するものであり、7 月 6 日
に発動されている。第 1 弾の措置による中国の米国か
らの輸入額の減少は著しく、2018 年の対象品目輸入
額は前年比▲ 30.7％減少した（第Ⅱ-2-3-3-15 表-①）。
より具体的に、第 1 弾の措置の対象のうち輸入額の大
きい上位 10 品目についてみると、黄大豆（前年比：
▲ 49.4％）、4WD 車（同：▲ 24.9％）、ディーゼル車（同：
▲ 21.7％）、その他冷凍豚肉（同：▲ 60.6％）などが
大きく減少している（第Ⅱ-2-3-3-16 表）。また、
2018 年 1 月以降の推移をみると、措置の発動が示唆
さ れ、 検 討 中 の 時 期 に 当 た る 5 月（前 年 比： ▲
18％）から 6 月（前年比：▲ 21％）の輸入額が大き
く落ち込んでいる。7 月は前年比で僅かに増加（+3％）
したものの、8 月以降は前年比での減少幅が急速に拡
大し、12 月時点で前年比▲ 34％の減少となっている
（第Ⅱ-2-3-3-17 図-①）。米国側第 1 弾措置の 2018
年 12 月の減少率が前述のとおり前年比▲ 28％であっ
たことを踏まえると、中国の対抗措置関税による中国
の対米輸入額の減少率の方が大きな値を示している
（第Ⅱ-2-3-3-18 図-①）。なお、対象品目に限らず、
輸入全体も 2018 年 11 月以降大きく減少をしている
が、これは特に同年後半に中国経済の減速が指摘され
る中、必ずしも追加関税賦課の影響とは限らない要因
により対象品目についても輸入額が減少している可能
性もあることに留意が必要である（第 2 弾、第 3 弾の
対象品目においても同様）。
　第 2 弾の措置は、古紙、銅、自動車などの 333 品目
（2017 年対米輸入額：約 160 億ドル）について、
25％の追加関税を賦課するものであり、8 月 23 日に
発動されている。第 1 弾と同じく、対象品目の 2018
年の対米輸入額は大きく減少し、前年比▲ 14.3％と
なっている。具体的には、プロパンガスや石炭を含む
鉱物性燃料（前年比：▲ 23.5％）、木製パルプ等（同：
▲ 41.1％）、銅（▲ 4.8％）などで大きな減少がみられ
た（第Ⅱ-2-3-3-15 表-②）。2018 年 1 月以降の推移を
みると、措置の発動直前にあたる 7 月（前年比：
+6％）から 8 月（同：+23％）の輸入額は、前年度比
で増加しているものの、9 月以降は第 1 弾と同様、前
年比伸び率が大幅なマイナスで推移している（第Ⅱ-2-
3-3-17 図-②）。また、301 条対象品目の対中輸入額と
中国対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較（第Ⅱ-2-
3-3-18 図-②）においては、措置発動以降に当たる 9 月

以降、中国の輸入額の減少率の方が一貫して大きい。
　第 3 弾の措置は、4 つの対象品目リスト（リスト 1
～4）で構成されている。9 月 24 日から、液化天然ガス、
銅鉱、機械類、光学機器などを含むリスト 1（2,493
品目）及びリスト 2（1,078 品目）について 10％、ガ
ラス、レーザー機器、化学木材パルプなどを含むリス
ト 3（974 品目）及びリスト 4（662 品目）について、
5％の追加関税が賦課された。2017 年の対象品目の輸
入額規模は 600 億ドルに上る。2018 年の対象品目の
輸入額は、リスト 1～4 の全てについて前年比で増加
している（第Ⅱ-2-3-3-15 表-③）。2018 年 1 月以降の
推移をみると、特に 5 月（前年比：+51％）と 8 月（前
年比：+59％）に、液化天然ガスを中心に伸び率の増
加が著しく、年間輸入量の増加に大きく貢献している。
一方で、9 月以降は前年比で 3 割から 4 割ほど対象品
目の対米輸入額が減少している（第Ⅱ-2-3-3-17 図-
③）。このため、301 条対象品目の対中輸入額と中国
対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較（第Ⅱ-2-
3-3-18 図-③）における 9 月以降の推移をみると、前
述のとおり、米国側措置による影響はあまり観察され
なかったこともあり、中国の対抗措置による中国によ
る対米輸入の減少幅の方が目立つ結果となっている。

③ 発動国の消費者・需要家への影響
　前項の過去の関税引上げや上述の通商拡大法 232 条
の例と同様に、通商法 301 条に関する関税の引上げに
際しても、発動国内の消費者や需要家にもマイナスの
影響が考えられる。関税引上げにより輸入が減少し、
国内需給に影響し、国内価格の上昇に繋がる。具体例
として、中国が第一弾対抗措置として 2018 年 7 月に
対米輸入に 25％の追加関税を賦課した豚肉について、
中国国内価格の推移を見ると第Ⅱ-2-3-3-19 図のよう
に、措置発動前後で価格が上昇していることが見て取
れる。2018 年末頃の価格急上昇は中国で発生した豚
肉コレラの影響があると考えられるが、それまでの価
格上昇は関税引上げの影響が大きく出ているものと思
われる。豚肉のような食料品は消費者に直接影響が及
ぶ消費財であり、関税賦課により消費者が直接にマイ
ナスの影響を受けるという象徴的な例である。

④ 波及的な影響（大豆の例）
　中国が通商法 301 条に対する対抗措置第 1 弾（340
億ドル）として 25％の追加関税賦課を行った品目に、
2017 年の米国の対中輸出額が 122.5 億ドルに上る大豆
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第Ⅱ-2-3-3-15 表　中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入額（品目別）

備考：�中国海関総署統計に基づき、10 桁ベースで対象品目輸入額を集計の上、2 桁に整理したもの。
資料：�Global�Trade�Atlas から作成。

2017 2018
輸入額（100 万ドル）

品目数品目概要

第 1弾（25％の追加関税）

①第 1弾

総計 545
12

HS
2 桁

採油用の種及び果実
33,823 23,439 -30.7-30.7

その他― 51

14,35914,359 7,4487,448 -48.1 4
87 自動車等 12,94012,940 10,54910,549 -18.5 28
10 穀物 1,507 908 -39.7 14
30 医療用品 1,314 1,253 -4.6 182
20 野菜、果実 1,232 593 -51.9 47
52 綿 980 1,063 8.5 1
80 すず 754 795 5.4 62
40 ゴム 423 325 -23.2 21
24 たばこ 169 162 -4.1 12
23 食品くず 94 79 -16.0 3

264 417.6417.6 171

伸び率
（％） 2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 2弾（25％の追加関税）

②第 2弾

総計
27

HS
2 桁

鉱物性燃料
14,103

その他― 1,114

3,4233,423
47
74
39
29
90
87
76
85
34

12,084 -14.3-14.3 12,084
2,6182,618 -23.5 2,618

木製パルプ等 2,7172,717 1,6001,600 -41.1 1,600
銅 1,390 1,323 -4.8 1,323
プラスチック 1,114 892 -19.9 892
有機化学品 924 800 -13.4 800
光学機器、精密機器 847 1,4881,488 75.775.7 1,488
自動車等 838 589 -29.7 589
アルミニウム 832 815 -2.0 815
電気機器 460 465 1.1 465
せっけん等 444 389 -12.4 389

1,105 -0.8 1,105

伸び率
（％）

2017 2018
輸入額（100 万ドル）

品目数品目概要

第 3弾リスト 1（10％の追加関税）

総計
85

HS
2 桁

電気機器
9,574

その他― 699

2,1672,167
84 一般機械
26 鉱石、スラグ及び灰
44 木材等
27 鉱物性燃料
33 精油等
29 有機化学品
37 写真・映画材料
28 貴金属等
90 光学機器、精密機器
39 プラスチック
74 銅
22 飲料、アルコール
15 食用油
71 アクセサリー等
82 卑金属製の工具等
52 綿
50 絹
72 鉄鋼
55 人造繊維

10,797 12.812.8 2,493
2,4372,437 12.5 221

1,2151,215 1,3911,391 14.5 341
1,000 844 -15.6 10
978 910 -7.0 68
644 1,102 71.171.1 1
610 991 62.562.5 13
503 468 -7.0 130
346 398 15.0 13
278 70 -74.8 83
226 187 -17.3 72
139 103 -25.9 44
116 135 16.4 38
108 144 33.333.3 20
104 64 -38.5 23
102 168 64.764.7 43
75 70 -6.7 35
71 34 -52.1 68
70 78 11.4 10
67 89 32.832.8 112
56 55 -1.8 61

1,059 51.551.5 1,087

伸び率
（％） 2017 2018

輸入額（100 万ドル）
品目数品目概要

第 3弾リスト 2（10％の追加関税）

③第 3弾

総計
84

HS
2 桁

一般機械
10,066

その他― 673

3,2883,288
13,144
3,3943,394

85 電気機器 1,9151,915 1,9621,962
44 木材 1,025 1,080
90 光学機器、精密機器 822 955
39 プラスチック 395 420
40 ゴム 249 195
28 無機化学品及び貴金属等 212 156
29 有機化学品 188 212
48 紙 187 192
38 化学工業生産品 172 190
73 鉄鋼製品 147 155
33 精油等 145 189
32 染料、顔料 144 171
74 銅 97 112
72 鉄鋼 91 87
71 アクセサリー等 75 2,7392,739
82 卑金属製の工具等 70 80
26 鉱石、スラグ及び灰 68 18
70 ガラス 52 37
76 アルミニウム 51 55

745

30.630.6 1,078
3.2 200
2.5 106
5.4 29
16.2 38
6.3 33
-21.7 25
-26.4 35
12.8 57
2.7 49
10.5 11
5.4 36
30.3 16
18.8 18
15.5 17
-4.4 28

3,552.03,552.0 10
14.3 22
-73.5 1
-28.8 7
7.8 8
10.7 332

伸び率
（％）

2017 2018
輸入額（100 万ドル） 品目数品目概要

第 3弾リスト 3（5％の追加関税）

総計
84

HS
2 桁

一般機械

その他―

15,635 16,976 8.68.6 16,976
2,7612,761 2,9912,991 8.3 2,991

90 光学機器、精密機器 2,2132,213 2,4542,454 10.9 2,454
85 電気機器 1,347 1,555 15.4 1,555
39 プラスチック 889 1,006 13.2 1,006
70 ガラス 734 882 20.220.2 882
73 鉄鋼製品 728 746 2.5 746
29 有機化学品 584 586 0.3 586
40 ゴム 448 476 6.3 476
26 鉱石、スラグ及び灰 395 200 -49.4 200
21 調整食料品 388 610 57.257.2 610
71 アクセサリー等 362 349 -3.6 349
34 せっけん等 318 388 22.022.0 388
75 ニッケル 297 375 26.326.3 375
32 染料、顔料 275 266 -3.3 266
76 アルミニウム 272 311 14.3 311
23 食品くず 267 293 9.7 293
81 その他卑金属 265 237 -10.6 237
25 塩、硫黄等 263 279 6.1 279
38 化学工業生産品 248 258 4.0 258
35 たんぱく系物質等 230 281 22.222.2 281

2,3512,351 2,4332,433 3.5 2,433

伸び率
（％） 2017 2018

輸入額（100 万ドル） 品目数品目概要

第 3弾リスト 4（5％の追加関税）

総計
90

HS
2 桁

光学機器、静秘密機

― その他

17,926 19,411 8.38.3 662
4,8964,896 5,4525,452 11.411.4 58

84 一般機械 2,047 2,199 7.4 78
47 木材パルプ等 1,654 1,792 8.3 12
29 有機化学品 1,473 1,765 19.819.8 94
85 電気機器 1,255 1,282 2.2 71
41 原皮及び革 1,141 843 -26.1 6
44 木材等 802 800 -0.2 12
87 自動車等 657 777 18.318.3 91
48 紙 646 793 22.822.8 23
38 化学工業生産品 589 702 19.219.2 22

2,7662,766 3,0063,006 8.7 195

伸び率
（％）
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第Ⅱ-2-3-3-16 表　
中国による対抗措置第 1 弾対象品目の米国からの中国
の輸入額（HS8 桁：上位 10 品目）

資料：�Global�Trade�Atlas から作成。

2017 2018

輸入額（100 万ドル） 伸び率
（％）

第1弾に占め
る割合（％）

1

10

12019010 黄大豆 13,95913,959 7,0657,065 -49.4-49.4 30

2 87032362 4WD車（2.5L～3L） 5,4285,428 5,4875,487 1.11.1 23

3 87032342 4WD車（1.5L～2L） 2,363 1,775 -24.9-24.9 8

4 87038000 ディーゼル車 1,403 1,098 -21.7-21.7 5

5 52010000 綿花 980 1,063 8.58.5 5

6 10079000 穀実用モロコシ 956 726 -24.1-24.1 3

7 87084099 ギアボックス用部品 660 625 -5.3-5.3 3

8 12149000 その他飼料用の植物 399 383 -4.0-4.0 2

9 02064900 その他冷凍豚 874 344 -60.6-60.6 1

87032412 乗用車 284 334 17.617.6 1

順位 HS8 桁 品目名

第Ⅱ-2-3-3-17 図　
中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入
額推移
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③第 3弾

備考：�2019 年 4 月時点（貿易データは 3 月時点）で把握可能な情報で整理
した。

資料：Global�Trade�Atlas から作成。

第Ⅱ-2-3-3-18 図　
301 条対象品目の対中輸入額と中国対抗措置関税対象
品目の対米輸入額の比較

備考：�米国商務省統計及び中国海関総署統計に基づき、10 桁ベースで対象
品目輸入額を集計の上、2 桁に整理したもの。2019 年 4 月時点（貿
易データは 3 月時点）で把握可能な情報で整理した。

資料：�Global�Trade�Atlas から作成。
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が含まれている。
　世界の主要な大豆生産国は米国、ブラジルである（第
Ⅱ-2-3-3-20 図）。大豆の収穫時期は、北半球では 9～
1 月、南半球では 3～7 月頃となっており、こうした
地理的特性による収穫時期の違いに合わせて、中国は

米国とブラジルから大半の大豆を輸入してきた（第Ⅱ-2-
3-3-21 図）。
　しかし、当該関税賦課により米国の対中大豆輸出は
激減し、2018 年の下半期は対前年同期比で 96.7％も
減少し、対世界輸出は同 34.7％減少する結果となった
（第Ⅱ-2-3-3-22 図）。中国は米国産大豆の代わりに、
ブラジル産大豆の輸入を増加させて代替したため、ブ
ラジルの同年下半期の対中輸出は前年同期比 75.9％の増
加、対世界輸出は同 63.1％の増加となった（第Ⅱ-2-3-3-
23 図）。
　こうした急激な輸入代替は、ブラジル産大豆の輸入
単価を上昇させ、世界の輸入単価も引上げた（第Ⅱ-2-3-
3-24 表）。さらに影響は各地の大豆需給にも及び、各地
のマーケット価格にも反映され、ブラジル価格は
2018 年初比で 130 以上に上昇し、逆に米国は 80 まで
減少した（第Ⅱ-2-3-3-25 図）。
　一方、こうした価格変動を受け、EU では米国から

第Ⅱ-2-3-3-19 図　豚肉中国国内価格推移

資料：�Refinitiv より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-20 図　大豆の世界生産シェア（2018 年）

備考：�2018 年世界生産量 3.6 億トンの内訳。
資料：�米国農務省（USDA）とブラジル国家食料供給公社（CONAB）から

作成。
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第Ⅱ-2-3-3-21 図　
米国及びブラジルからの中国大豆輸入額の推移

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-22 図　米国の対世界大豆輸出（下半期版、額、量）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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の大豆輸入を増加させている（第Ⅱ-2-3-3-26 図）。
具体的には、同年下半期の EU の対米国輸入は前年同
期比で 113.2％増加（米国統計では 140.4％増加）した。
またその一方で、ブラジルでは同下半期の対 EU 輸出
を 9.9％減少させている。なお、EU が米国産大豆の
輸入量を増加させた要因としては、主に価格の問題が
大きいと考えられる。なお、同年 7 月 25 日の日 EU
首脳間の貿易障壁の撤廃に向けた合意の中で、米国産

大豆の貿易拡大を進めるとの項目も含まれている 219。
　以下、各国における影響をもう少し詳しく見ていく。
米国では輸出の急激な大幅減により、既に低い水準に
あった国内大豆価格が更に下落し、国内大豆農家が大
きなダメージを受けた。大豆農家を中心とする窮状に
対し、米国政府は 2018 年に国内農家向けに貿易摩擦
による被害を補てんするための補助金を 200 億ドル以
上拠出したが 220、大豆の主要産地である中西部の農家
の倒産件数は増加している（第Ⅱ-2-3-3-27 図）。米国の
好景気を受け、国全体では倒産件数は減少しているこ
と 221を考えると、中西部の農家への影響の大きさがうか
がわれる。
　一方、ブラジルでは輸出大豆価格の上昇とともに、
中国への大豆輸出量も劇的に増加しており、米中貿易
摩擦による漁夫の利を得たようにも捉えられる。しか
しながら、季節性を無視して輸出を増やした結果、大

第Ⅱ-2-3-3-24 表　世界大豆の輸入単価の推移

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。

輸入単価（ドル／KG）
2016 2017 2018

世界 0.41 0.42 0.43
ブラジル 0.41 0.41 0.44
米国 0.41 0.42 0.42

第Ⅱ-2-3-3-25 図　大豆価格（米国、ブラジル）

資料：�Refinitiv より作成。
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第Ⅱ-2-3-3-26 図　EU の大豆輸入（下半期版、額）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。

0

25

20

15

10

5

（億ドル）

下期
2018 （年）20172016

上期下期上期下期上期

20.5 億ドル
113.2％増

第Ⅱ-2-3-3-23 図　ブラジルの対世界大豆輸出（下半期版、額、量）

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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資料：�Global�Trade�Atlas より作成。

�
219�Jetro ビジネス短信（2018 年 7 月 26 日）「EU 米国首脳会談、摩擦から協調の道探る共同声明（EU、米国）」
220�Jetro ビジネス短信（2018 年 12 月 27 日）「米国農務省が大豆農家への 73 億ドル支援を発表、貿易紛争の影響緩和支援金第 2 弾」
221�American Farm Bureau Federation （2019）.
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豆在庫は大幅に縮小し、2018 年末時点の在庫量が 75
万トンと前年比 10 分の 1 に減少している（第Ⅱ-2-3-
3-28 図）。2018 年は在庫放出による輸出増で対応がで
きたとしても、今後持続的に輸出を拡大し続けること
には限界があると思われる。ブラジルの大豆農家は、
作付面積を増やして生産を増やすという選択肢もある
ものの、米中間の交渉の行方次第では、従来とおり米
国の中国向け大豆輸出が再開される可能性もあり、先
行きの不確実性という大きなリスクを負うこととな
る。なお、大豆の作付面積の推移を見ると、2019 年
に入り米国の作付面積が減少したことから、足下では
ブラジルの作付面積が米国を上回るレベルとなってい
る（第Ⅱ-2-3-3-29 図）。今後の動向については、米
中交渉の行方とともに注視が必要であろう。
　また、中国について見ると、米国からの大豆輸入を
ブラジル産の大豆輸入で代替したものの、2018 年の

大豆輸入総量は前年比で減少している（第Ⅱ-2-3-3-30
図）。輸入大豆の消費用途である大豆油を他の油に代
替するとともに、畜産業の飼料における大豆粕の割合
を減少させることで、ニーズを減少させているとの
声 222 もあるが、一方で、飼料の入手が困難なことか

第Ⅱ-2-3-3-27 図　米国農家の倒産件数の増加

備考：�連邦倒産法第 12 章への申請件数。2018 年の前年件数差を表示。
資料：�米国農業連合会。

-3-3

-5-5

-9-9

00

00

66

-3-3

-1-1

-1-1 -1-1

-1-1-2-2

-2-2

-2-2
22

22

22

44
7799

55

101055

77

77

-5-5

-5-5

-2-2
-5-5
44

-6-6

-3-3
-3-3
00

-11-11

33
00

1111

-5-5

66

11

44

-2-2

-16-1644

倒産件数減少倒産件数減少

倒産件数 2―5倒産件数 2―5
倒産件数 5件超倒産件数 5件超

倒産件数 1―2倒産件数 1―2

第Ⅱ-2-3-3-28 図　大豆在庫（米国及びブラジル）

備考：１．�季節性を考慮するため、両国における収穫期前の値を集計。
　　　２．�1 ブッシェル＝ 0.0272155 トンとして計算。�
資料：�米国のデータは米国農務省公表資料から、ブラジルのデータはブラ

ジル国家食糧供給公社公表資料から経済産業省作成。
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第Ⅱ-2-3-3-29 図　大豆作付面積（ブラジルと米国）

資料：�米国農務省（USDA）とブラジル国家食料供給公社（CONAB）から
作成。
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第Ⅱ-2-3-3-30 図　中国の対世界大豆輸入

資料：�Global�Trade�Atlas より作成。
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ら廃業寸前に追い込まれているという養豚農家もいる
との報道 223 もある。上述したとおり、ブラジルが米
国産大豆の輸入減少分を代替して対中大豆輸出を増や
し続けることが持続的には困難と思われる中、もとも
との米国産大豆の輸入量の規模に鑑み、十分に代替が
可能な新たな大豆輸出国を見つけることも容易とは思
えず、国内需要を短期的に代替商品で対応することに
も限界があると思われる。こうしたことから、中国に
とっても中長期的には厳しい状況に置かれる可能性が
高いと考えられる。

（3）貿易摩擦の影響分析例
　米中の貿易摩擦の激化を受け、数多くの国際機関や
シンクタンク等が関税の掛け合いによる経済的影響分
析を発表している。ここでは IMF と OECD のモデル
分析を紹介したい。
　IMF は、2018 年 10 月に米国とその貿易相手国との間

の追加関税賦課の影響について、5 つのシナリオに分け、
分析を行っている（第Ⅱ-2-3-3-31 図、第Ⅱ-2-3-3-32 図）。
シナリオ 1 では、2018 年 10 月時点の米国による通商拡
大法 232 条に基づく鉄鋼及びアルミニウムの輸入に対
する関税と、通商法 301 条に基づく中国からの輸入に
対する対象品目 224 に対する追加関税及び当該追加関
税に対する中国の対抗措置関税を想定している。シナ
リオ 2 では、シナリオ 1 に加えて、米国が中国に対し
て 2017 年 2,670 億ドル相当の更なる追加関税を課し、
中国も米国からの輸入の全量（シナリオ 1 との合計：
1,300 億ドル 225）について対抗措置関税を課すことを
想定している。シナリオ 3 では、シナリオ 2 に加えて、
米国が自動車及び同部品に対して 25％の関税を賦課
し、これに対し、米国の貿易相手国が同程度の対抗措
置を実施することを想定している。シナリオ 4 では、
シナリオ 3 に加えて、貿易戦争による不安から企業が
投資計画を変更することを想定している 226。シナリ

第Ⅱ-2-3-3-31 図　IMF による影響分析（シナリオ 1～5：米国と中国への影響）

資料：�IMF�WEO,�October�2018 から作成。
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�
222�日経ビジネス（2019 年 11 月 2 日）「中国・追加関税がもたらした輸入大豆の供給不足」。
223�AERA.dot（2018 年 12 月 26 日）「米中貿易戦争で中国に大ブーメラン “ 大豆ショック ” で畜産崩壊寸前！」
224�第 1 弾（2018 年 7 月 6 日発動）、第 2 弾（8 月 23 日発動）、第 3 弾（9 月 24 日発動）を含む。
225�2017 年の米国貿易統計に基づく概算値。
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オ 5 では、シナリオ 4 に加えて、米中貿易摩擦が最悪
に至った場合には、企業収益が▲ 15％下押しされる
との推計を基に市場への影響等を試算している。
　米国による追加関税及び対抗措置関税による影響が
顕在化する 2019 年の米国 GDP への影響をみると、
通商法 301 条及びその対抗措置を前提としたシナリオ
1 及び 2 の影響は▲ 0.2％程度に留まる。一方、同年
のシナリオ 1 及び 2 の中国 GDP への影響は、▲ 1.2％
弱であり、米国 GDP への影響の約 6 倍になる。しか
し、これにシナリオ 3 の自動車関税の影響を加えると、
自動車を主要輸出品目 227 とする米国 GDP への悪影
響の規模は▲ 0.6％に跳ね上がり、シナリオ 4 の信用
不安やシナリオ 5 の市場への影響を加味すると、合計
で▲ 0.9％のマイナスとなる。一方で、中国は、シナ
リオ 3（自動車関税）によるマイナスの拡大はさほど
大きくなく、シナリオ 5 の市場への影響を加味した場
合のインパクトが大きい。これは、シナリオ 5 におい
て、一般的に企業の資金調達環境が先進国に比べて新
興国が厳しいため、中国への悪影響が大きく出たもの
と推察される（第Ⅱ-2-3-3-31 図 - ②）。また、最大
の影響を考慮したシナリオ 5 について、地域別に影響
をみると、2019 年には全世界で約▲ 0.8％の影響があ
り、長期的には、約▲ 0.4％の影響があると試算され
ている。なお、本分析は 2018 年 9 月までに妥結され

た USMCA（新 NAFTA）の内容を反映しておらず、
NAFTA への影響が大きく示されている点に留意が
必要である。我が国についても同様に、米国との自動
車貿易結びつきの強さを背景に、2019 年は約▲ 0.5％、
長期では約▲ 0.2％の影響が試算されている（第Ⅱ-2-
3-3-32 図）。
　次に OECD による米中間の追加関税賦課による影
響分析を紹介したい。OECD は、2018 年 11 月に 4 つ
のシナリオに分けて、米中関税の 2021 年までの GDP
及び貿易への影響について分析を行っている（第Ⅱ-2-
3-3-33 図）。シナリオ 1 は、2018 年 9 月までに米中の
二国間貿易に課されている関税の影響を分析したもの
である。シナリオ 2 は、2019 年 1 月から米国が中国
からの物品の輸入 2000 億ドル相当について、10～
25％の追加関税を課し、これに対して、中国が 600 億
ドル規模の対抗措置関税措置を発動することを想定し
ている。シナリオ 3 は、2019 年 7 月から残りの物品
以外の貿易全てについて、25％の関税が課されること
を想定している。シナリオ 4 は、3 年間にわたって世
界的にリスク・プレミアムが 50bps 上昇する 228 こと
を想定している。
　シナリオ 1 においては、単に世界の貿易量が減少す
るだけでなく、生産者コストの上昇や消費者物価の高
騰 229 が経済を下押しし、世界の GDP が▲ 0.1％減少

第Ⅱ-2-3-3-32 図　
IMF による影響分析（シナリオ 5：地域別）

備考：１．�IMF は貿易摩擦の影響を 5 つのシナリオに分けて分析しており、
本グラフにおいて引用している数値は、既に発動されている追
加関税／報復措置、検討中の自動車関税、不安要因、市場の反
応の全てを考慮したシナリオ 5 の分析結果。

　　　２．�2018 年 10 月時点の分析であり、2018 年 9 月末に妥結した
USMCA�（新 NAFTA）の内容は本シナリオに反映されておらず、
カナダ、メキシコへの影響が大きく出ている点に留意が必要。

資料：�IMF�WEO,�October�2018 から作成。
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第Ⅱ-2-3-3-33 図　OECD による影響分析

備考：�シナリオ 1 は、2018 年 9 月までに米中の二国間貿易に課されている
関税の影響。シナリオ 2 は、2019 年 1 月から米国が中国からの輸入
2,000 億ドル相当について、10～25％の追加関税を課すことによる
影響（中国による 600 億ドル規模の報復関税も含む）。シナリオ 3 は、
2019 年 7 月から残りの物品以外の貿易全てについて、25％の関税が
課されることによる影響。シナリオ 4 は、3 年間にわたって世界的
にリスク・プレミアムが 50bps 上昇することによる影響（リスク・
プレミアムは 3 年後以降、徐々に落ち着くことを想定）。

資料：�OECD�Global�Economic�Outlook,�November�2018 から作成。
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�
226�世界金融危機の 1/6 程度の投資への下押し影響を試算に組み入れ。
227�2018 年米国輸出品目に占める自動車等の割合は 7.8％であり、対抗関税措置の影響を大きく受けるものと推察（第Ⅰ部第 3 章（1）米国参照。）
228�リスク・プレミアムは 3 年後以降、徐々に落ち着く前提。
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するとされている。特に、短期的には、米中以外の諸
国は、米国内市場における競争力が増すことによる恩
恵を受けるものの、長期的には巨大市場である米国及
び中国における需要の減少によりその代替効果が打ち
消されると言及されている。
　シナリオ 2 においては、世界及び米中両国の GDP
及び貿易への影響がシナリオ 1 の 2 倍程度まで拡大す
るとされている。特に、米国の消費者物価が +0.6％
上昇すると想定されている点が大きい。
　シナリオ 3 においては、2020 年及び 2021 年の米中
間の輸入量が約▲ 2％減少するとされる。また、2021
年には、米国における企業投資が約▲ 2％減少し、消
費者物価が +0.9％上昇することによる米国 GDP の縮
小（約▲ 0.75％）の影響が大きいとされている。特に、
米国と経済的な結びつきの強いメキシコやカナダにお
いては、GDP が▲ 0.25％程度減少するとされている。
　シナリオ 4 においては、通商政策の不確実性やより
幅広い品目に対する関税引上げの懸念により、世界中
で企業の投資計画に悪影響が及ぶことを想定してい
る。全世界で 3 年間にわたって投資リスク・プレミア
ムが 50bps 上昇すると、資本コストが上昇し、関税
による影響と相まって、世界の GDP は 2021 年まで
に約▲ 0.8％縮小するとされている。
　なお、これらの分析はあくまで一定の過程を置いた
経済モデル分析に過ぎず、実態はモデル分析では考慮
しきれない様々な経済的変動要因が存在する。本書執
筆時点では IMF、OECD の二つの分析におけるシナ
リオ 1 に該当する状況下にあるが、これらの分析とは
異なり、実態としては、先述したとおり経済的影響は
より米国に大きく出ているようにも捉えられる。米中
の貿易摩擦が長期化あるいは激化した場合に、中長期

的にどこまで影響が広がるか、正確に捉えることは非
常に困難と言え、これらの分析もあくまで一つの参考
として捉えるべきことに留意が必要である。

（4）貿易制限的措置の弊害
　上述のとおり、足下の関税引上げ措置の掛け合いが、
世界の貿易の流れを恣意的に変えることとなり、発動
国、被発動国という当事国のみならず、第三国へも影
響を及ぼしたり、関税引上げ措置の連鎖を招いている
現状が確認された。また、当事国間の貿易交渉の進捗
次第では、再び貿易の流れが変わる可能性もあり、そ
うした先行きの不確実性は経済活動を行う様々な主体
にとって経営判断における大きなリスクとなり、経済
活動の停滞に繋がり、ひいては世界経済の減速にも繋
がる危惧が存在する。
　また、こうした貿易制限的な一方的措置は、多角的
貿易体制を基本とする WTO の理念と基本的に相い
れない。WTO 協定上、WTO の紛争解決手続に基づ
かない一方的な制裁措置の発動を明示的に禁止してい
る。多角的貿易体制は、それを規律する WTO 協定を
始めとする国際ルールを各国が遵守することによって
成り立っており、そこで生じた紛争は、一方的措置を
用いてではなく、国際ルールに基づく紛争解決手続に
よって解決されるべきである。また、一方的措置を背
景とする交渉により成立した二国間の合意は、その内
容が最恵国待遇の原則から逸脱したものとなる可能性
があるほか、このような措置は、制裁措置、対抗措置
の応酬による一方的措置の悪循環を招来する危険もあ
る。この点からも、一方的措置が WTO の目指す自由
貿易体制を害するものとならないよう、注視していく
必要がある。

�
229�米国の消費者物価は 2019 年と 2020 年に 0.2％ずつ上昇するとしている。
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　トランプ大統領は 2018 年 5 月 23 日、1962 年通商拡大法 232 条に基づき、自動車
と同部品の輸入に関する安全保障調査を商務省に対して指示し、2019 年 2 月 17 日、商務省は同調査の
報告書を大統領に対して提出した。
　米国による自動車及び同部品の 2018 年輸入額で上位に上がるのは、メキシコ（1,071 億ドル）、カナ
ダ（554 億ドル）、日本（531 億ドル）、ドイツ（272 億ドル）、韓国（192 億ドル）などの国である。追
加関税が課された場合、これらの国からの輸入に影響が出るものと考えられる。
　自動車産業の調査を専門とするセンター・フォー・オートモティブ・リサーチ（CAR）は、自動車
及び同部品への追加関税発動の可能性を含む、トランプ政権下における一連の通商政策が米国の自動車
市場と雇用に与える影響に関する調査報告を発表している。同報告によれば、既に発動されている鉄鋼・
アルミニウムに対する追加関税に加えて、自動車及び同部品に対しても追加関税が課されれば、米国の
自動車販売台数は年間約 132 万台減少し、雇用者数は合計で 37 万人減少すると試算した。
　また、米国のシンクタンクであるピーターソン国際経済研究所（PIIE）は、国内生産台数が 1.5％減
少し、19 万 5,000 人の雇用が 1～3 年間かそれ以上の期間失われ、米国が輸入相手国・地域の全てから
同種の対抗措置を受けた場合には、62 万 4,000 人の雇用が失われると試算した。
　日本を含め、各国の自動車工業会等の業界団体からも、輸入制限的な措置による米国の自動車産業、
経済、雇用等に及ぼす影響を懸念する旨のコメントが公表されており、今後の動向が注目される。

コラム

１ 通商拡大法232条に基づく自動車・自動車部品への関税引上げ措置の影響 230
コラム

８

�
230�本コラムは、2019 年 4 月時点で把握可能な情報で整理した。
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